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第２１回軽米町議会定例会令和８年度軽米町一般会計予算等審査特別委員会  

 

令和 ８年 ３月 ４日（水） 

午前 ９時５９分  開 会  

 

議 事 日 程 

 議案第 １号 令和７年度軽米町一般会計補正予算（第８号）の専決処分に関し承認を  

        求めることについて  

 議案第 ２号 軽米町過疎地域持続的発展計画の策定に関し議決を求めることについて  

 議案第 ３号 公の施設（八戸市自家用有償バス）の区域外設置及び軽米町民の利用に  

        関し議決を求めることについて  

 議案第 ４号 軽米町行政手続条例の一部を改正する条例 

 議案第 ５号 軽米町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例  

 議案第 ６号 軽米町指定居宅介護支援事業所設置条例を廃止する条例  

 議案第 ７号 令和７年度軽米町一般会計補正予算（第９号） 

 議案第 ８号 令和７年度軽米町介護保険特別会計補正予算（第２号）  

 議案第 ９号 令和７年度軽米町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）  

 議案第１０号 令和７年度軽米町水道事業会計補正予算（第４号） 

 議案第１１号 令和８年度軽米町一般会計予算  

 議案第１２号 令和８年度軽米町国民健康保険特別会計予算  

 議案第１３号 令和８年度軽米町後期高齢者医療特別会計予算  

 議案第１４号 令和８年度軽米町水道事業会計予算  

 議案第１５号 令和８年度軽米町下水道事業会計予算  
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〇出席委員（１１名） 

   １番 田 中 祐 典 君       ２番 甲 斐 鉦 康 君 

   ３番 上 山   誠 君       ４番 西 舘 徳 松 君 

   ５番 江刺家 静 子 君       ６番 中 村 正 志 君 

   ７番 田 村 せ つ 君       ８番 茶 屋   隆 君 

   ９番 大 村   税 君      １０番 細谷地 多 門 君 

  １１番 本 田 秀 一 君 

 

  議 長 松 浦 満 雄 君（同席）  

 

〇欠席委員（なし） 

 

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のために出席した者の職氏名  

      町            長      山 本 賢 一 君 

      副 町 長      江刺家 雅 弘 君 

      総 務 課 長      日 山 一 則 君 

      政 策 推 進 課 長      野 中 孝 博 君 

      政 策 推 進 課 主 幹      鶴 飼 義 信 君 

      会計管理者兼税務会計課長      寺 地 隆 之 君 

      税 務 会 計 課 主 幹      於 本 博 之 君 

      町 民 生 活 課 長      輪 達 ひろか 君 

      健 康 福 祉 課 長      竹 澤 泰 司 君 

      健 康 福 祉 課 主 幹      日 向 安 子 君 

      産 業 振 興 課 長      輪 達 隆 志 君 

      地 域 整 備 課 長      神久保 恵 蔵 君 

      水 道 事 業 所 長      神久保 恵 蔵 君 

      教 育 委 員 会 教 育 長      久 保 智 克 君 

      教育委員会事務局教育次長      古 舘 寿 徳 君 

      選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 長      日 山 一 則 君 

      農 業 委 員 会 事 務 局 長      輪 達 隆 志 君 

      監 査 委 員 事 務 局 長      関 向 孝 行 君 

 

〇職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名  

      議 会 事 務 局 長      関 向 孝 行 君 

      議 会 事 務 局 主 任      竹 林 亜 里 君 
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      議 会 事 務 局 主 事 補      向屋敷   苺 君 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎開会及び開議の宣告 

〇委員長（田村せつ君） それでは、ただいまから令和８年度軽米町一般会計予算等審査

特別委員会を開会します。 

    ただいまの出席委員は全員出席であります。定足数に達しておりますので、会議

は成立しました。 

    この委員会は、本日から１０日までの５日間の予定です。皆さんの慎重な審査を

お願いします。 

（午前 ９時５９分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇委員長（田村せつ君）  本特別委員会に付託されました議案は、議案第１号から議案第

１５号までの１５件です。 

    議案審議の進め方についてお諮りいたします。議案第１号から議案第１５号まで

議案１件ごとに審議し、審議終了後に全体的な総括質疑を行い、執行者側の退席を

求め、退席後に討論、採決することにしたいと思います。 

    提案説明は本会議で終了していますので、議案番号順に補足説明があれば補足を

お願いし、なければ質疑から入りたいと思います。このような進め方でよろしいで

しょうか。 

             〔「異議なし」と言う者あり〕 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第１号の審査 

〇委員長（田村せつ君）  議案第１号 令和７年度軽米町一般会計補正予算（第８号）の

専決処分に関し承認を求めることについてを議題といたします。 

    補足説明は特にないということですので、質疑に入ります。 

    中村委員。 

〇６番（中村正志君）  この予算は、衆議院議員の選挙費ということで、国からのお金で

全て賄うというふうに想定していたのですけれども、この中に一般財源が８９万円

入っておりますけれども、一般財源を入れなければならなかった理由といいますか、

その辺のところをお知らせいただけますか。 

〇委員長（田村せつ君） 総務課長、日山一則君。 

〇総務課長（日山一則君）  おはようございます。よろしくお願いいたします。ただいま

のご質問でございます。予算書のほうをお開きいただきたいのですが、５ページの

ほうをご覧いただきたいと思います。今回選挙に当たりまして、１７節の備品購入

費１９８万円を予算化させていただきました。提案理由の説明の際にも申し上げま

したが、国費が１００％ない事業費目もございまして、今回開票集計のシステムを
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導入いたしまして、開票事務の迅速化あるいは正確性を期すために導入いたしまし

たが、この事業につきましては国費が９分の５の助成ということとなりました。 

    したがいまして、不足する８９万円ほどが一般財源ということで、今回財政調整

基金のほうを取り崩して予算化したというものでございます。 

    実績でございますが、１９２万５，０００円の支出をいたしました。その結果、

国の交付金は９分の５であります１０６万９，４４４円が交付予定となっておりま

す。残る８５万５，５５６円を一般財源で対応するというものでございます。 

    以上です。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

〇６番（中村正志君） はい。 

〇委員長（田村せつ君） あとございませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） ないようですので、議案第１号の質疑を終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第２号の審査 

〇委員長（田村せつ君）  議案第２号 軽米町過疎地域持続的発展計画の策定に関し議決

を求めることについてを議題といたします。 

    補足説明はないということですので、何か質疑ございませんか。 

    中村委員。 

〇６番（中村正志君）  今回この過疎計画だけではなく、総合発展計画とか、総合戦略と

か、いろいろな計画をたくさんつくっていたので、それらとの整合性を図っている

ということですので、今回の議案審議する場合には、この過疎計画だけが審議の対

象になっていますので、この中で、それらの全体の計画も含めた形でちょっとお伺

いできればなということでお伺いしたいと思いますけれども、まずこの過疎計画は、

職員の手でつくられたのか、コンサル等にお願いしてつくってもらったのか、その

ことを先にお伺いしたいと思います。 

〇委員長（田村せつ君） 政策推進課主幹、鶴飼義信君。 

〇政策推進課主幹（鶴飼義信君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

    過疎計画につきましては、外部のほうには委託せず、内部で、庁舎内での協議を

経て策定したものでございます。 

    以上です。 

〇委員長（田村せつ君） 中村委員。 

〇６番（中村正志君）  ありがとうございます。多分そうではないかなというふうに想定

していました。私もかつて関わったことがあって、職員の手でつくったなと思って

いましたので、ということは自分たちの言葉もかなり多く含まれた形での計画の内
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容かなというふうに思いますので、その辺りをちょっと含めて、全部を細かく見て

きたわけではないので、思いついた部分だけをちょっとお伺いしたいと思います。 

    １０ページで、総合戦略の中にもあったのですけれども、軽米町の人口が令和１

２年に６，７８３人、令和２２年には５，３３３人になるとされているというふう

なこと。それで、軽米町においては、総合戦略では、令和４２年の推計が２，８８

９人、これを４，７７８人とする目標を設定していると。もうほとんど人がいなく

なるような中でも、それ以上の、倍の目標設定をしているわけですけれども、この

前説明を聞いたときにも、非常に私にすれば今の人口の減り方を見ていると、何か

すごく高い目標値だなというふうに感じられるわけですけれども、現在の減り方も

当然想定しているかとは思うのですけれども、その中でもそんなに減っていかない

ようなまず目標設定をしていることにおいて、その中での一番のどういう、具体的

にこういうことをして何とか人口減少を食い止めるのだよとかというふうな重点的

な考え方があるかと思うのですけれども、その辺のところを１番、２番ぐらいで挙

げてもらえれば。どういうことをまず第１に挙げられたのか、考えられていたのか

なというのをちょっとお伺いできればと思います。 

〇委員長（田村せつ君） 政策推進課主幹、鶴飼義信君。 

〇政策推進課主幹（鶴飼義信君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

    ただいまのご質問につきましては、総合戦略の人口ビジョン、将来推計の部分と

いうことでお答えさせていただきます。人口ビジョンにつきましては、総合戦略推

進委員会のほうで協議を進めて策定をしているところでございます。今回の過疎計

画の資料につきましても、現状の把握、あと課題の整理、自立的発展の町を形成す

るということでの目標ということで整理をするという計画になってございます。 

    その中で、人口ビジョンの部分につきましては、社人研による推計よりも目標値

を高く設定しているわけですけれども、その大きな要因といたしましては、社会増

を図っていくということが一つ大きな目標となってございます。人口ビジョンの中

では、社会増減をプラスマイナスゼロにする。まず、そこを目指すということで、

今現在この５年間につきましては、平均で５０人程度のマイナスとなっているとこ

ろですけれども、そこをプラス・マイナス・ゼロにする、かつプラスを目指してい

くということで、人口増を図るというところを大きな目標としております。 

    その施策といたしましては、移住、定住、Ｕターン、そういった部分を強く進め

ていくというところを目指しているところでございます。 

    なお、第２期人口ビジョン、あと今回策定しました第３期人口ビジョン、そちら

の比較においても、社人研の推計についても、５年前の推計値よりも、今見直しさ

れた部分は上方修正されているところもあります。そこは、今までの取組ですとか、

社会情勢等で増になっているという部分も反映されているというふうには感じてお
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ります。 

    以上です。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

    中村委員。 

〇６番（中村正志君）  ありがとうございます。今いろいろ非常に難しいものだとは思い

ますけれども、ぜひそういう一つの目標を持った上で、考え方を持った上で、常に

その考え方の中で具体的な事業等を取り入れていくというふうな姿勢を持っていた

だければなと思います。 

    それはそれとして、次に、飛び飛びになりますけれども、２４ページの事業計画

で道路整備があるのですけれども、これは多分継続されている町道整備もあるかと

思いますけれども、新たな発注整備等もあるかと思います。その中で、ちょっと理

解したいと思いますので、令和８年度以降の新路線というのはどれとどれなのかな

ということを、やる、やらないは別に、これは考え方だと思うのですけれども、ま

ずここに載せている分について、その辺をお聞かせいただければと思います。 

〇委員長（田村せつ君） 地域整備課長、神久保恵蔵君。 

〇地域整備課長（神久保恵蔵君） 中村委員の質問にお答えします。 

    今現在進めている路線の完了のめどが立ってきましたので、令和８年度以降につ

きましては、一般会計の令和８年度予算にも計上しております地域からの要望があ

った箇所を重点に、町道叺屋敷線、あと町道上晴山線の２路線の改良整備を予定し

ております。 

    説明は、以上となります。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

〇６番（中村正志君） 上晴山。 

〇地域整備課長（神久保恵蔵君） 間違いました。下晴山線です。 

〇６番（中村正志君） 分かりました。いいです、この件は。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

〇６番（中村正志君） はい、別なことで。 

〇委員長（田村せつ君） 中村委員。 

〇６番（中村正志君） この計画の中にちょっと珍しい言葉があったなと思ったのですが、

給油所、ガソリンスタンドですね、ガソリンスタンドの廃業や今後給油所の廃業や

撤退等により住民生活に支障が生じないよう対策を検討する必要があるというふう

な言葉がありましたが、珍しいやり方だなと思ったのですけれども、この辺のどの

ような形で給油所を維持していこうという、廃業も想定しながら廃業しないように

するには、何か手だてというのは、どういうふうな考え方なのかなと思って、ちょ

っとお伺いしたいと思います。 
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             〔「ちょっと休憩」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） 休憩します。 

               午前１０時１４分 休憩 

――――――――――――― 

               午前１０時１６分 再開 

〇委員長（田村せつ君） 再開します。 

    政策推進課長、野中孝博君。 

〇政策推進課長（野中孝博君） ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

    まず、給油所につきましては、今回の計画から掲載したものではなくて、これま

でも掲載のほうをさせていただいております。具体の事業計画というのはございま

せんけれども、過疎地域が抱える課題の一つとして、自動車はあるわけですけれど

も、燃費性能が上がるとか、電気自動車関係とか、いろんな問題がありながら、ま

た人口が減ってくると、経営者の数が減って、なくなるというふうなことも懸念さ

れますので、その辺のところから問題提起といいますか、そういったところを掲載

させていただいたものでございます。 

    これに関する具体的な事業計画というのは、現在計画のほうはしてございません。 

    以上です。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

    中村委員。 

〇６番（中村正志君） ありがとうございます。分かりました。 

    次、別に３０ページであるのですけれども、過疎地域持続的発展特別事業の中に

危険空き家除去推進事業というのがあります。これは、特別事業として過疎債が対

象になるのだよというふうなことだと思うのですけれども、空き家でも、もうほっ

たらかしにされている空き家も近くにもありますし、だからその辺のところで住民

からもあると思うのですけれども、実効性があるのでしょうか。 

    実効性というのは、予算はあるけれども、実際に町として空き家を何とか強制的

に除去するとか、そういうふうなことが非常に難しい課題だとは思うのですけれど

も、その辺のところ内部協議の中で何かあればと思いまして、お聞きしたい。時間

がかかる問題だとは思うのですけれども。 

〇委員長（田村せつ君） 政策推進課長、野中孝博君。 

〇政策推進課長（野中孝博君） ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

    空き家問題というのは、議員の皆様のほうからも度々ご指摘を頂戴しており、何

らかの対策が必要だということは十分認識してございます。また、空き家というの

は、一応個人の所有というふうなことで、基本的には個人の対策ということにはな

るわけですけれども、相続の問題ですとか、実際に住んでいないとか、様々な要因
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があって、空き家ということで放置されているところが散見されるところでござい

ます。 

    町としましても、行政代執行というふうな最終的な判断はできないわけではない

ですけれども、制度上はあるわけですけれども、その際の費用負担は、いずれ所有

者に最後は請求するというふうなことにもなってございますので、大変課題として

は難しいところがございますけれども、やはり今後町内全体の空き家の実態を調査

するということをまずさせていただきながら、活用が可能なのか、それはもう除去

のほうに向かわなければならないのか、そういったところをやはり調査をしながら、

また令和８年度においても、空き家の経済的理由で除去がなかなか進まない案件も

あるというふうなことで、行政区のほうからもご意見、ご提言をいただいている部

分もございますので、新たな支援制度を設けたりしながら、少しずつではございま

すけれども、前のほうに進めてまいりたいと考えてございます。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

    次の質問、中村委員。 

〇６番（中村正志君）  では、次の質問ですけれども、３４ページに子育て事業の一覧が

あるのですけれども、その中に、これからの軽米町の大きなハード事業として課題

として残っているのは、やはり老人福祉センターの改修ということで、前々から町

長もお話しされていました。総合保健福祉センター、これもなかなかこういうふう

な具体的な事業が提案されるということがあまりないので、今回これがたまたま出

たので、ちょっと興味深く見て、これが果たして実現しそうなのかどうかも含めて、

これは多分年次計画をつくられているのではないかと思うのですけれども、この辺

のところ、実現して早くやらなければならないとは思うのですけれども、年次計画

としてはどの辺を見込んでいるのかも含めて、可能性をちょっとお聞かせ願えれば

なと。 

〇委員長（田村せつ君） 休憩します。 

               午前１０時２２分 休憩 

――――――――――――― 

               午前１０時２３分 再開 

〇委員長（田村せつ君） 再開します。 

    町長。 

〇町長（山本賢一君）  ただいま中村委員の老人福祉センターをどうするかというような

ご質問ですけれども、非常に老朽化が進んでおります。また、非常に風呂場とか、

様々そういった町民からの強い要望もございますので、早急に実現はしていきたい

というふうに考えておりますが、一方でまた、子どもの遊び場等のそれも早期に実
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現しようというような話もございます。 

    そしてまた、今物価高騰、資材高騰で非常に建築費がものすごく跳ね上がってご

ざいます。そういうところを総合的に判断しながら、できるだけ急いで早期に実現

していきたいと考えております。 

    以上です。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

    次の質問ですか。中村委員。 

〇６番（中村正志君）  ありがとうございます。ただ、この問題は今出た問題でもなく、

もう前々から何回も出ている懸案事項だと思いますので、やはりその辺を、町民の

願いもあると思います。かつては、私もお話ししたことがあるのですけれども、軽

米町には風呂がないと。特に一人世帯とか、今高齢化社会になって、家庭でも風呂

に入られないという人たちもかなりいるという話も聞いたりしています。だから、

そういうふうなことで、銭湯みたいなものも望んでいる人たちがかなり多いのでは

ないかと思いますので、それも含めて、ぜひ具体的な事業計画を立てていただけれ

ばなと思いますので。 

    次ですけれども、次の３５ページに、実は議会のほうと先日軽米病院との懇談会

がございました。軽米病院のこれから、果たしてどれだけ継続できるものなのかと

いう、赤字経営ということの中で、だからその辺のところを何とか特色を出しなが

ら、軽米病院の経営を維持しながら継続していきたいというふうな願いもあって、

何とかそれに応えるような議員活動をしなければならないなというふうに実感した

わけですけれども、この中で、３５ページの対策の中に県立軽米病院の医師の確保

と診療科目の維持に向けた取組を推進するということが掲げてあります。軽米病院

も、最近は何か新たな科も誘致したりしてきているというふうなことも聞いたりし

ています。 

    それで、隣には健康ふれあいセンターが建設されて、町と県立の病院が一体化し

た形での保健、医療、福祉というふうなのを進めるのだということでやっていたと

思うのですけれども、これらを今後、その辺を含めた形で何とか軽米病院のほうに

協力できる体制をどんどんつくっていただかなければならないと思うのですけれど

も、町と病院との連携状況というのは、現状はどういうふうな形での連携が働いて

いるのか、現状でよろしいのですけれども、ちょっとお伺いできればと思います。 

〇委員長（田村せつ君） 健康福祉課主幹、日向安子君。 

〇健康福祉課主幹（日向安子君） それでは、中村委員の質問にお答えいたします。 

    ただいま健康ふれあいセンター、健康福祉課、健康づくり担当では、県立軽米病

院の小笠原雄先生から子どもの健診について、内科の診察をしていただいておりま

すし、あと子どもさん方、あと子どもさんに限りません、成人、大人の方、高齢者
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についても、各種予防接種のほうをご協力いただいております。 

    また、がん検診につきましては、町と軽米病院内科の先生方と相談をしまして、

住民の方が検診の精密検査、がん検診の精密検査を受けやすくするように体制、協

力いただいておるところです。そういったところでの協力をさせていただいており

ますし、病院からも協力をいただいているところでございます。 

    また、ボランティアの方が軽米病院の外来でのボランティア、外来に来て困って

いる方、車椅子を押したりですとか、あとは診察のときの介助、血圧を測ったりと

いうところのお手伝いをするということに携わらせていただいております。 

    以上です。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

    中村委員。 

〇６番（中村正志君）  ありがとうございました。このことについては、これからいろん

な形で連携を図っていただきながら、いずれ軽米病院がなくならないように何とか

町民一体となって進めていただければなと思います。またいろんな考え方があるか

と思いますので。 

    では、次のところで質問させていただきたいのですけれども、３７ページに教育

の関係でちょっと疑問に感じたので、対策として生涯学習のところを何点か書いて

あります。これでちょっと疑問に感じたのは、生涯学習というか、社会教育といい

ますか、一番の基本的なものは、住民に対しての学習機会を提供するということが

一番の基本的な部分なのかなというふうに私は思うわけですけれども、それが抜け

ていると。その言葉がないようなのですけれども、それは学習活動を提供しようと

する行政思想がないなというふうに、何かこの生涯学習のところを見ると思うわけ

ですけれども、この辺のところはどういうお考えでこういうふうな形になっている

のかを聞かせてくれればなと。これが多分総合発展計画なり、全ての計画の中に全

部あっているものだと思いますので、そっちは見ていませんけれども、もしお考え

があれば。 

〇委員長（田村せつ君） 教育次長。 

〇教育委員会事務局教育次長（古舘寿徳君）  ただいまの中村委員のご質問にお答えいた

します。 

    項目の２つ目ですけれども、ちょっと直接的な記載ではなかったのですが、かる

まい文化交流センターを中核的施設として活用しながら、多様な学習機会の充実と

いうことで町民の方々に学習機会を提供するという部分でもありますし、次のポツ

で、地域活動の活性化等も図っていくという部分も、その部分を含んだ考え方の下

に記載させていただきました。 

    以上でございます。 



- 12 - 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

    中村委員。 

〇６番（中村正志君）  確かに会場は、かるまい文化交流センター宇漢米館にあるかとは

思うのですけれども、これを見ただけでは、何かかるまい文化交流センター宇漢米

館のそれこそ利用促進というふうなことを中心にして考えた文章かなというふうに

私は受け取ったので、それよりも主役が町民としての学習活動、学習機会の提供と

いうふうなものが、もう少し前面に出てもいいのかなと思ったので、正直言って、

それらの事業が何かここ数年あまり見られないなというふうに私も感じたりしてお

りますので、その辺のところを考えてやっていただきたいなと思いまして、それは

一つの希望として、この質問は終わりにさせていただきます。 

    私のほうからは以上です。過疎計画の質問は全て。 

〇委員長（田村せつ君） あと質疑ありませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） ないようですので、議案第２号の質疑を終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第３号の審査 

〇委員長（田村せつ君） 議案第３号 公の施設（八戸市自家用有償バス）の区域外設置

及び軽米町民の利用に関し議決を求めることについてを議題といたします。 

    補足説明はないということですので、質疑に入ります。何かありませんか。 

    江刺家静子君。 

〇５番（江刺家静子君）  前もこの件について説明をいただきましたけれども、地域住民

と生徒さんたちとの混乗ということについては、円子もありましたけれども、バス

を見ていると、大変混んでいるバスもあるのですが、ほとんど少ない、子どもが乗

っているというのもあります。説明があったかもしれませんが、国では１２の関係

省庁が構成員となって、地域の公共交通リ・デザイン実現会議というのがあるそう

です。スクールバスと地域住民の利用を一緒に考えて、地域交通ということで協働

して取り組むということで進められているようです。 

    住民の方でも、朝少し早めに出たほうがいいという方とか、病院に行くためにも

ちょっとやっぱり今までどおりの時間がいいとかいうこともあるかと思いますが、

それらの住民の方から声を聞いたりする機会とかありますでしょうか。混乗という

ことでの考えはどうでしょうか。 

〇委員長（田村せつ君） 政策推進課長、野中孝博君。 

〇政策推進課長（野中孝博君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

    まず、スクールバスに一般住民が乗るというのは、委員おっしゃるとおり現在は

可能となっております。ただ、無償という、無償で運賃を取らないという条件もあ
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るものでございます。 

    まず、地域の皆様からスクールバスへの混乗についての何か意見とかあったかと

いうふうなご質問でございますが、今回も３路線の運行体制が変わるということで

地域の説明会を４か所やってまいりましたけれども、その中では、スクールバスに

乗せてほしいとか、そういったご意見みたいなものはございませんでしたけれども、

いずれ事業者が運転士不足であったり、採算性の問題など様々な要因で撤退してい

く中で、今後持続可能な運行体制はどうあるべきかというのは、令和８年度の計画

策定の中で進めてまいりたいと考えております。その中で、今回ご質問のあった件

についても議論してまいりたいと考えております。 

    以上でございます。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

    あとありませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） ないようですので、議案第３号の質疑を終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第４号の審査 

〇委員長（田村せつ君）  議案第４号 軽米町行政手続条例の一部を改正する条例を議題

といたします。 

    補足説明はないということですので、質疑に入ります。何かございませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） ないようですので、議案第４号の質疑を終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第５号の審査 

〇委員長（田村せつ君）  議案第５号 軽米町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基

準を定める条例を議題とします。 

    補足説明はないということですので、質疑に入ります。ありませんか。 

    中村委員。 

〇６番（中村正志君）  質疑というより、この条例は長くて、一日読んでいてもなかなか

頭に入らなくて、理解できかねるのですけれども、こういうものの概要版みたいな

形で、一目で、１ページぐらいで分かるような内容説明みたいなのができないもの

か。もしできるのであれば、会期中にいただければなと思うのですけれども、これ

はまた一日読んでも、いろんなところでなかなか理解し難いなと思っていましたけ

れども、そういうのはできないですか、いかがでしょうか。 

〇委員長（田村せつ君） 健康福祉課長、竹澤泰司君。 

〇健康福祉課長（竹澤泰司君） 中村委員のご質問にお答えします。 
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    今回提出させていただいた議案でございます。こちらにつきましては、こども誰

でも通園制度、こちらの主に申請受付からの手続や町からの給付を受けるための手

続、あとは会計ルール並びに実費徴収の関係、給付者としての一応必要な部分をま

とめた条例になってございます。ちょっと会期中になるかどうか分からないのです

けれども、作成をちょっとしてみたいと思います。 

〇６番（中村正志君） ありがとうございます。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

〇６番（中村正志君） はい。 

〇委員長（田村せつ君） あとありませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） ないようですので、議案第５号の質疑を終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第６号の審査 

〇委員長（田村せつ君）  議案第６号 軽米町指定居宅介護支援事業所設置条例を廃止す

る条例を議題とします。 

    補足説明はないようですので、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

    江刺家委員。 

〇５番（江刺家静子君）  居宅介護支援事業所をなくするということなのですけれども、

ここでやっていた仕事というのは、ケアマネジャーの仕事だけなのでしょうか。そ

れだけではなかったのですか。 

〇委員長（田村せつ君） 健康福祉課長、竹澤泰司君。 

〇健康福祉課長（竹澤泰司君） 江刺家委員のご質問にお答えいたします。 

    こちらの軽米町指定居宅介護支援事業所の業務につきましては、介護保険の在宅

サービスを利用する方のケアプランが主な業務となってございます。そのほかには、

介護予防、こちらのほうは包括支援センターから委託を受けて、介護予防のプラン

の作成等を行っている事業がございます。 

    以上でございます。 

〇委員長（田村せつ君） 江刺家委員。 

〇５番（江刺家静子君）  この前岩手日報に記事が載っていまして、議会が始まる前に記

事が岩手日報に来月末で廃止の方針であるということで載っていて、ある人から、

「軽米町はなくすのだってね」と電話をもらって、聞いていなかったと思っていた

のですが、まだ議会が始まっていないよと言っていたのですが、それによると、開

所当初は職員３人体制で年間１００人ほど相談を受けていたと。しかし、利用者が

２０２４年度末時点で３人まで激減し、職員１人で対応していたが、町内には４か

所の事業所があるので、３人の利用者はそちらに移したということで、廃止をする
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というふうなことが載っておりました。 

    何か私、今年聞いたわけではないのですが、ちょっと前に聞いたときは、ケアマ

ネジャーの仕事が民間の施設に行って３か所と聞いたのですが、結構大変なのです

よという話を聞いていたので、町でやってくれていて、それをやってくれているの

だなと思っておりました。ちょっと状況が、ちょっと私の情報が大変遅くなってと

いうか、情報が……。今聞きたいのは、新聞にある記事として載るときに、こうい

うふうに議会にまだ提案される前に記事が載るということは、別に前後して問題が

ないのでしょうか。 

〇委員長（田村せつ君） 健康福祉課長、竹澤泰司君。 

〇健康福祉課長（竹澤泰司君） 江刺家委員のご質問にお答えします。 

    こちらにつきましては、以前から介護保険会計の際に、事業所のほうは利用者が

減ってきているので、休止、廃止を検討しているということでご説明をいたしてお

ります。 

    今回新聞に掲載になったということは、全員協議会でご説明した際に、日報で取

材に見えられていまして、その内容をもって記事にされたということでございます。 

    以上でございます。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

    あとありませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） ないようですので、議案第６号の質疑はこれで終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第７号の審査 

〇委員長（田村せつ君）  次の議案に移ります。議案第７号 令和７年度軽米町一般会計

補正予算（第９号）を議題といたします。 

    一般会計補正予算の審議については、歳入は全般で、歳出については款ごとに補

足説明を求めながら進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

             〔「はい」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君）  それでは、議案第７号、一般会計補正予算の歳入について当局

の説明を求めます。 

    総務課長、日山一則君。 

〇総務課長（日山一則君）  それでは、議案第７号  令和７年度軽米町一般会計補正予算

（第９号）につきまして歳入補正予算の概要説明を申し上げます。 

    今回の補正予算につきましては、事業費の確定等によりまして、各種補助金が交

付決定されたもの、あるいは税等の調定の見込額、あるいは収納見込額等が確定さ

れた、見込みが立ったということから、その辺に伴いまして増減を補正したもので
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ございます。 

    事項別明細書で説明を申し上げます。１０ページをご覧ください。最初に、１款

の町税でございますが、こちらにつきましては、税務会計課長のほうで資料を基に

ご説明申し上げますので、交替いたします。 

〇委員長（田村せつ君） 税務会計課長、寺地隆之君。 

〇税務会計課長（寺地隆之君）  それでは、一般会計補正予算（第９号）、歳入の第１款

町税の補足説明でございますが、配布資料のほうをお配りしております。お手元に

ペーパーで渡している資料名でございますが、令和７年度一般会計補正予算（第９

号）町税説明資料というものでございます。ご用意のほう、お願いいたします。 

    こちらの資料でございますが、歳入の１０ページに記載してございます町税関係

の部分を表にまとめたものでございます。上から順にご説明申し上げます。まず、

個人住民税の現年度分でございますが、１，５４６万６，０００円の調定増を見込

み、増額補正としたものでございます。要因といたしましては、納税義務者数の減

少率が当初の想定より少なかったこと、またそれに伴いまして総所得金額が当初の

見込みを上回ったことから調定額が増えたものでございます。決算見込額は２億６，

５１６万６，０００円となってございます。 

    次の行は、滞納繰越分でございますが、当初の見込額を上回る収入の見込額がほ

ぼ整いましたことから６９万１，０００円を増額し、決算見込額２０４万１，００

０円とするものでございます。 

    次の行は、法人の現年課税分でございます。当初３，５００万円の計上でござい

ましたが、決算見込み３，０００万円とするものでございます。こちらでございま

すが、法人税割の金額が落ち込んでおりまして、申告納付の現況のほか、年度末に

かけての収納見込額から推計した結果、現時点では今後の大きな調定増が見通せな

いことから５００万円を減額するものでございます。滞納繰越分につきましては、

変更ございません。 

    その次、固定資産税の現年課税分でございます。こちらにつきましては、増減要

因等の説明欄に記載ございますとおり、土地、家屋、償却資産のいずれも課税標準

額が増となっております。土地につきましては、昨年度は評価替えの年度でありま

したことなどから、地価の下落の度合いが見積り想定よりも抑えられるといった影

響が見られ、当初の見込みよりも今回１０％の増を見込んでございます。 

    金額が最大の償却資産でございますが、当初見積りでは課税標準に対する経年減

価が大きいことを見越しまして、８から９％程度の落ち込みを想定しておりました。

その後に行われた確定申告において、大規模な設備投資の動きなど、明らかなもの

こそございませんでしたが、通常の設備更新等による新規資産の取得は各企業等で

継続的になされており、その積み上げによりまして、当初より９．３％の増を見込
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んでございます。 

    土地、家屋、償却の合計で６，０６７万９，０００円の増を補正し、決算見込額

を８億４，２２７万９，０００円とするものでございます。 

    次に、滞納繰越分でございますが、収納の見込額を大体見通したもので、今回３

５０万円程度の決算が見込めるということで２２万円の減額をさせていただきまし

た。 

    その次の国有資産等所在市町村交付金及び納付金でございますが、６万７，００

０円の増でございます。県で所有する土地の地価の下落が当初の見積り想定よりも

抑えられましたことから、結果として収入見込額につきましては想定よりも増とな

ったものでございます。 

    次に、軽自動車税でございます。環境性能割につきましては６０万円の減、決算

見込み３４７万円でございます。こちらは、軽自動車を取得するユーザーに対し、

岩手県が市町村に代わって賦課徴収する税でございますが、車両の取引そのものが

減少していると見受けられ、その実態に伴い、税収も減を見込むものでございます。 

    次に、種別割でございます。こちらにつきましても、車両台数の増減については

当初横ばいを想定しておりましたけれども、見込みよりも４輪車両の抹消登録が多

くなされ、台数の減少に伴い調定が減となったものです。４２万２，０００円の減

額、決算見込みは３，７０９万５，０００円でございます。こちらの滞納繰越分で

ございますが、収入見込額が２９万円の増となるものでございます。 

    次の行の市町村たばこ税につきましては、変更ございません。 

    合計でございますが、当初１１億７，８１３万８，０００円の歳入を見込んでお

りましたところ、決算ベースでは１２億４，９０８万９，０００円となり、約６．

０２％、７，０９５万１，０００円の増額を見込んだ予算計上とさせていただきま

した。 

    第１款町税の説明は以上でございます。 

〇委員長（田村せつ君） 総務課長、日山一則君。 

〇総務課長（日山一則君）  それでは、続きになりますが、１１ページをご覧いただきた

いと思います。１１款地方交付税でございますが、こちらにつきましては、普通交

付税につきまして、職員給与費の改定あるいは物価高騰による臨時経済対策に要す

る経費、また後年度の臨時財政対策債の一部償還相当分の前倒し交付等事業費が増

額となりまして、その再算定が行われました。その結果、１億２，８０３万７，０

００円を増額するものでございます。 

    それから次、１５款国庫支出金、１項国庫負担金でございますが、負担金確定等

によりまして児童手当負担金を７３１万８，０００円の減額、広域入所委託児童負

担金を１０９万８，０００円減額、子育てのための施設等利用給付費交付金を１８
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万円減額するものでございます。 

    ２項国庫補助金につきましては、３目衛生費国庫補助金につきましては、こちら

も補助金の確定によります感染症予防事業費等国庫補助金を７万３，０００円増額

いたしまして、５目教育費国庫補助金では、スクールバス整備事業費が確定いたし

まして、へき地児童生徒援助費等補助金を５万円減額するものでございます。 

    次に、１６款県支出金、１項県負担金でございますが、先ほど説明申し上げまし

た国庫負担金と同様に負担金確定によりまして、児童手当負担金を８０万２，００

０円の減額、広域入所委託児童負担金を４４万９，０００円の減額、子育てのため

の施設等利用給付交付金を９万円減額とするものでございます。 

    続きまして、１２ページをご覧ください。２項の県補助金でございます。１目の

総務費県補助金でございますが、こちらも事業費の確定により、１、経営推進費を

３９４万７，０００円減額、自立分散型エネルギー供給システム支援事業費補助金

を３４７万５，０００円減額するものでございます。 

    ２目民生費県補助金では、高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業費

補助金を事業費確定により２０万円減額するものでございます。 

    ４目農林水産業費県補助金では、事業費確定によりまして、いわてニューファー

マー支援事業費補助金を１５０万円減額、地域農業計画実践支援事業費補助金を１，

０８１万円減額、中山間地域等直接支払交付金を１６１万１，０００円減額、多面

的支払交付金を１４０万９，０００円減額、環境保全型農業直接支払交付金を１５

９万１，０００円減額、そのほか岩手県農地中間管理事業等促進関連補助金を１１

万円減額いたします。そのほか、交付金の増額決定によりまして、農業委員会の交

付金が３６万７，０００円、農地利用最適化交付金が２１万５，０００円増額決定

となることから増額補正としています。 

    ７目教育費補助金におきましては、学校、家庭、地域の連携協力推進事業費補助

金を事業費確定により６７万６，０００円減額するものでございます。 

    次に、１８款寄附金でございます。１目指定寄附金では、農林業の健全な発展及

び地域活性化施策に対する指定寄附金が１３２万６，０００円増額いたします。 

    また、２目ふるさと支援寄附金につきましては、５００万円を増額するもので、

これはまち・ひと・しごと創生寄附、いわゆる企業版ふるさと納税としてご寄附い

ただいたもので増額するものでございます。 

    １３ページをご覧ください。１９款繰入金でございます。１項の基金繰入金、１

目財政調整基金繰入金につきましては、今回歳入予算の確定増及び歳出予算の事業

費確定により不用減等を調整した結果、２億３，５１３万円を減額するものでござ

います。 

    ５目自然のめぐみ基金繰入金につきましては、充当事業費が確定いたしましたこ
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とから、繰入金を２２０万円減額いたします。 

    次の８目ふるさとづくり振興基金繰入金につきましては４，０００万円を増額、

併せて９目の企業版ふるさと納税基金繰入金を１，１４５万円増額いたします。こ

れにつきましては、若者定住住宅整備事業を現在進めておりますが、当初財源とし

て予定しておりました町債、過疎対策事業債の借入れを行わず、この２つの基金繰

入れにより財源を振り替えるというものでございます。 

    次に、２１款諸収入、３項貸付金元利収入につきましては、特別養護老人ホーム

いちい荘整備事業資金元金償還金について、さきにご説明を申し上げておりますが、

社会福祉協議会からの申出がございまして、償還期間を５年間延長し、あと償還額

を減ずるということとしたために、本年度予定しておりました償還額１，６４７万

円のうち１，４４７万円を減ずるということから減額補正としたものでございます。 

    次に、４項雑入につきましては、チューリップ球根購入協力金２００万円を減額

するものでございます。 

    ２２款町債につきましては、２目民生債では、事業費の確定によりまして、軽米

こども園の施設整備事業債を７１０万円減額するものでございます。 

    次に、１４ページをご覧ください。６目土木債では、緊急自然災害防止対策事業

債を５０万円増額し、先ほど基金の繰入金でご説明申し上げましたが、財源振替に

よりまして、若者定住住宅整備事業債５，９４０万円を減額するものでございます。  

    ７目消防債では、今年度軽米分署に配備されます高規格救急車整備事業費が確定

になりました。また、事業費の確定により、若干事業費が少なくなったことと併せ

まして、当初予定していなかった国庫補助金の対象事業となったことにより、地方

債のほうを１，９００万円減額するものでございます。 

    あわせまして、さきの地震等によりまして損害を受けました上野場地区の消防拠

点施設でございますが、上野場地区、下野場地区の統合を見据えた形での野場地区

消防団拠点施設整備事業を実施することといたしまして、歳出予算にも計上してお

りますが、その財源を過疎対策事業債で見込むことから、今回１億５１０万円を新

たに追加計上するもので、先ほどの消防車両等の減額と合わせまして８，６１０万

円を増額するというものでございます。 

    以上、歳入補正予算全般の説明とさせていただきます。 

〇委員長（田村せつ君）  歳入の説明が終わりましたが、質疑は休憩の後にしたいと思い

ます。 

    この時計で１１時１５分まで休憩といたします。 

               午前１１時０２分 休憩 

――――――――――――― 

               午前１１時１４分 再開 
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〇委員長（田村せつ君） 皆さんおそろいになったようですので、再開します。 

    歳入の説明が終わっていますので、質疑に入りたいと思います。歳入について質

疑ありませんか。 

    中村委員。 

〇６番（中村正志君）  歳入の雑入でチューリップ球根の補助金が２００万円の減額にな

っていますけれども、これはどういう内容でございますか。 

〇委員長（田村せつ君） 総務課長、日山一則君。 

〇総務課長（日山一則君） こちらにつきましては、チューリップ園の整備ということで、

球根等も大分高騰しておりまして、その整備に係る経費も年々増加の一途をたどっ

ているということから、やはり協力をいただきながら、その整備に当たっていかな

ければならないという観点から、財政、所管課と協議を進めながら予算化いたしま

したが、最終的にちょっとそこの部分がかないませんで、料金に反映することがで

きませんでした。今後もその部分をしっかりと研究しながら、分析、協議しながら、

そういった自主財源の確保といいますか、施設整備に充てる財源の捻出に当たって

いきたいというふうなことを考えておりますので、反省しておるところでございま

す。 

    以上です。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

    あとありませんか。なしでよろしいですか。 

             〔「はい」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） それでは、ないようですので、歳出に入ります。 

    ２款の総務費の説明をお願いします。 

    総務課長、日山一則君。 

〇総務課長（日山一則君） ２款全部ということでしょうか。 

〇委員長（田村せつ君）  はい、２款全部お願いいたします。２款４項戸籍住民基本台帳

費まで。 

    総務課長、日山一則君。 

〇総務課長（日山一則君） それでは、歳出の補正予算について、所管課の部分を申し上

げます。 

    ２款総務費、１項総務管理費、２目文書広報費でございます。こちらにつきまし

ては、５３０万円を増額し、２億６，７５７万６，０００円とするものでございま

す。内容につきましては、委託料でございますが、ＩＲＵ設備移行資料作成業務委

託料の６００万円の増額、それから１８節負担金、補助及び交付金でございますが、

こちらもＩＲＵ設備移行負担金ということで７０万円の減額、合わせまして５３０

万円の増額をお願いするものでございます。光ファイバーの設備につきまして、現
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在町で財産として管理しておるわけでございますが、以前の議会でも当初におきま

してご説明申し上げましたとおり、民間への移行、譲渡に向け、必要な手続を行う

ということで予算を計上いただきました。今回、その作成業務の増、東北電力、ネ

クスコ、国、県、あるいはＮＴＴ等といった各種企業との申請手続が非常に煩雑と

いいますか、膨大に上りまして、残念ながら今年度中の移管はかなわないというこ

とで、今回の補正予算におきましても繰越明許費に設定させていただきましたとお

り、来年度に持ち越して事業を続けさせていただくとなっております。いずれ、そ

の移管に伴う関係機関との協議あるいは調整に不測の日数を要しているという部分

もございまして、今一生懸命協議を進めておるところでございますが、令和８年度

の秋に契約が締結できるよう進めてまいりたいというふうに考えておるものでござ

います。 

    次に、４目財産管理費でございます。１，０２４万４，０００円を増額して２億

６，６０８万３，０００円とするものでございます。こちらは、２４節積立金でご

ざいます。町債減債基金元本積立、こちら歳入の交付税の決定の際にも増額という

ことで申し上げましたが、１２月の追加交付に当たりまして、臨時財政対策債償還

費として毎年交付税に算入される額があるのですが、これにつきまして令和８年度

に４分の３、令和９年度に４分の１を取り崩して充てるために、先回ってといいま

すか、前倒しで交付された金額でございます。この部分を減債基金に積立てしてお

きまして、新年度、令和８年度あるいは令和９年度に今申し上げました金額を取り

崩して償還財源に充てるという形とさせていただくものでございます。 

    以上です。総務課は、以上となります。 

〇委員長（田村せつ君） 健康福祉課長、竹澤泰司君。 

〇健康福祉課長（竹澤泰司君）  それでは、２款総務費、１項総務管理費、１１目諸費に

ついてご説明申し上げます。 

    １８節負担金、補助及び交付金でございます。こちらにつきましては、二戸地区

広域行政事務組合の負担金３５万２，０００円の増で計上しております。続きまし

て、２２節償還金、利子及び割引料でございます。こちら令和６年度障害者自立支

援給付費国庫負担金返還金及び県負担金、こちらにつきましては令和６年度の事業

の精算による返還金でございます。国庫は１４７万５，０００円、県については７

３万８，０００円でございます。続きまして、令和６年度障害児自立支援給付費国

庫負担金返還金並びに県負担金でございます。こちらもそれぞれ１００万３，００

０円、５０万２，０００円の返還金を計上させていただいております。続きまして、

令和６年度出産・子育て応援交付金の返還金、こちら２６万７，０００円、こちら

も事業の精算による返還でございます。令和６年度母子保健衛生費国庫負担金返還

金、こちらも事業費、事業の精算による返還金でございます。１１１万９，０００
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円を計上しております。 

    以上でございます。 

〇委員長（田村せつ君） 教育委員会事務局教育次長、古舘寿徳君。 

〇教育委員会事務局教育次長（古舘寿徳君）  それでは、１２目かるまい文化交流センタ

ー費を説明いたします。 

    １０節需用費ですけれども、光熱水費１６２万７，０００円の減額であります。

かるまい文化交流センターの水道料、電気料等が想定より少なくて済む見込みのた

めの減額でございます。 

    また、１２節委託料１３２万円の減額でありますが、空調設備の保守点検業務委

託料において不用額が出るため減額するものであります。 

    以上でございます。 

〇委員長（田村せつ君） 政策推進課主幹、鶴飼義信君。 

〇政策推進課主幹（鶴飼義信君）  それでは、２款総務費、２項企画費についてご説明い

たします。 

    まず、１目企画費、委託料５５０万円の減額、併せて１８節負担金、補助及び交

付金５４０万円の減額となっております。こちらは、地域おこし協力隊の任用に係

る経費となりまして、委託料につきましては、個人委託型として募集を行いました。

３名分当初予算計上させていただきましたが、今現在２名の方に活動いただいてお

ります。このうち１名分及び年度途中からの任用となりましたので、その分の減額

となってございます。負担金、補助及び交付金につきましても、同様に地域おこし

協力隊の活動費として当初予算計上させていただきましたが、任用に至らなかった

分の減額となってございます。続きまして、２４節積立金５００万円となります。

こちらは、先ほど歳入のほうで総務課長のほうよりご説明のありました企業版ふる

さと納税の５００万円について、基金のほうに積立てを行う歳出科目となってござ

います。 

    次に、４目再エネ推進費になります。２８０万円の負担金、補助及び交付金の減

額となってございます。こちらは、地域活性化起業人給与費負担金の減額となりま

して、当初１名分の年間予算として５６０万円を計上しておりましたが、９月末で

退任されたということで、２８０万円不用となったものでございます。 

    以上で説明を終わらせていただきます。 

〇委員長（田村せつ君） 税務会計課長、寺地隆之君。 

〇税務会計課長（寺地隆之君）  ２款３項徴税費、２目の賦課徴収費についてご説明申し

上げます。 

    １２節委託料でございますが、土地情報総合システムの保守、異動修正業務とし

て、地図データの今年度分の加除が終了し、事業費が確定したことに伴いまして、
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不用残の１５０万円を減額補正するものでございます。 

    以上となります。 

〇委員長（田村せつ君） 町民生活課長、輪達ひろか君。 

〇町民生活課長（輪達ひろか君）  予算書１７ページ、４項戸籍住民基本台帳費について

ご説明いたします。 

    １２節委託料でございます。住民基本台帳ネットワーク機器リース交換作業の事

業費が確定したことにより１００万円を減額するものでございます。 

    以上です。 

〇委員長（田村せつ君）  総務費の説明が終わりました。質疑に入ります。質疑ありませ

んか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） では次、３項の民生費に入ります。 

    総務課長、日山一則君。 

〇総務課長（日山一則君）  それでは、３款民生費、１項社会福祉費についてご説明申し

上げます。 

    総務課所管となりますが、１目社会福祉総務費でございます。２４節積立金、地

域福祉振興基金元本積立につきまして４１１万８，０００円を減額するものでござ

います。これにつきましては、特別養護老人ホームいちい荘事業の資金について融

資しておりますが、その償還金を延長することから減額ということで、先ほど歳入

のほうでご説明申し上げましたとおり、返還金が減額されたことに伴いまして、原

資であります地域福祉振興基金への返済に充たった元本積立て４１１万８，０００

円当初予定しておりましたが、これを全額減ずるものでございます。 

    次に、３目老人福祉費でございます。２７節繰出金、介護保険特別会計への繰出

金２０５万１，０００円を増額するものでございます。こちらにつきましても、先

ほど廃止条例等でもご説明申し上げましたとおり、令和７年度末で介護保険特別会

計を打ち切るということから、これまでケアプランの作成等について行っておった

ものを他事業者に依頼するなど調整した結果、当初予算計上の居宅介護サービス計

画収入が減少となることから、その減少相当額である２０５万１，０００円を一般

会計からの繰出金で補填するということから、今回補正計上したものでございます。 

    以上です。 

〇委員長（田村せつ君） ２項もお願いいたします。 

    健康福祉課長、竹澤泰司君。 

〇健康福祉課長（竹澤泰司君）  それでは、１目社会福祉総務費、１８節負担金、補助及

び交付金でございます。こちらは、高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進

事業費補助金を４０万円減額するものでございます。こちらは、事業費の確定によ
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る不用減でございます。 

    ３目老人福祉費、７節報償費でございます。１００万円の減額となります。こち

らも事業費の確定による減額となっております。１２節委託料、高齢者「食」の自

立支援事業委託料１３０万円の減額でございます。こちらも事業費の確定によるも

のでございます。１８節負担金、補助及び交付金、二戸地区広域行政事務等への負

担金でございます。こちら３０万７，０００円を減額するものでございます。 

    続きまして、２項児童福祉費でございます。２目児童措置費、こちらは１９節扶

助費、児童手当でございます。こちらも事業費の確定により８９２万円を減額する

ものでございます。 

    ４目児童福祉施設費でございます。１４節工事請負費、こちらは花のまち軽米こ

ども園の屋根、外壁の舗装改修工事の入札不用減でございます。金額は７７７万７，

０００円となっております。１９節扶助費でございます。保育施設等広域利用施設

型給付費、こちらにつきましては、町内の子どもさんが町外の保育園に通う負担で

ございますが、その方の利用がなくなったことにより減額となったものでございま

す。保育施設等広域利用施設型給付費、こちらは認可外保育園でございます。町内

の子どもさんが町外の認可外保育所に、認可外の施設に通っておりましたが、そち

らの利用が終わったことにより減額するものであります。６３６万１，０００円の

減額を計上しております。 

    以上でございます。 

〇委員長（田村せつ君） 町民生活課長、輪達ひろか君。 

〇町民生活課長（輪達ひろか君）  １項社会福祉費、２目国民年金事務費です。税制改正

に伴いますシステムの改修業務委託料及び年金生活者支援に係る給付の制度改定に

対応するためのシステム改修業務委託料として１５万１，０００円をお願いするも

のでございます。 

    以上です。よろしくお願いします。 

〇委員長（田村せつ君） 説明が終わりました。質疑に入ります。質疑ありませんか。 

    中村委員。 

〇６番（中村正志君）  花のまち軽米こども園の改修工事の７７０万円ぐらいの入札残が

あったようですけれども、大きいような気がするのだけれども、その予算額が幾ら

で、実際幾らかかって入札差があったのかという、その割合がちょっと分からない

ので、大きい額なのか、小さい額なのか、ちょっと理解し難いので。 

             〔「ちょっと休憩して、今調べて」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） 休憩します。 

               午前１１時３１分 休憩 

――――――――――――― 
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               午前１１時３３分 再開 

〇委員長（田村せつ君） 再開します。 

    健康福祉課長、竹澤泰司君。 

〇健康福祉課長（竹澤泰司君） ただいまの中村委員のご質問にお答えします。 

    予算額につきましては３，１５９万２，０００円を計上しております。落札額に

つきましては２，３８１万５，０００円でございます。こちらにつきましては、当

初雨漏り等もございまして、そちらのほうの工事のほうも併せて計上させていただ

いておりましたが、そちらのほうは建設当時雨漏りの屋根の改修を行った工事業者

の補償のほうで対応していただくということで減額になったものでございます。 

    以上でございます。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

    あとありませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） ないようですので、４款に入ります。 

    ４款衛生費、１項、２項の説明をお願いいたします。 

    健康福祉課長、竹澤泰司君。 

〇健康福祉課長（竹澤泰司君）  ４款衛生費、１項保健衛生費についてご説明申し上げま

す。 

    ２目母子保健活動費でございます。１２節委託料、乳児、妊産婦健康診査委託料

４３６万５，０００円の減額。１９節扶助費、生殖補助医療費補助助成金、こちら

も１０５万４，０００円の減額となっております。いずれも事業費の確定による減

額となっております。 

    ３目予防費、１２節委託料でございます。予防接種委託料１，１５５万６，００

０円の減額となっております。こちらも事業費の確定による減額となっております。 

    ４目保健事業費、１２節委託料、基本健康診査委託料２２０万円の減額、がん検

診委託料３７０万円の減額、こちらにつきましても、いずれも事業費の確定による

不用減でございます。 

    以上でございます。 

〇委員長（田村せつ君） 町民生活課長、輪達ひろか君。 

〇町民生活課長（輪達ひろか君）  １項保健衛生費、５目環境衛生費です。火葬業務委託

契約額の確定によりまして３２０万円を減額するものでございます。 

    続きまして、２項清掃費、２目塵芥処理費の１８節負担金、補助及び交付金です。

二戸地区広域行政事務組合の負担金のごみ焼却処理費と粗大ごみ処理費分につきま

して４６６万１，０００円を減額するものでございます。 

    ３目のし尿処理費の１８節につきましても、同じく負担金といたしまして３１６
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万５，０００円を減額するものでございます。 

    以上です。 

〇委員長（田村せつ君） 説明が終わりました。質疑に入ります。質疑ありませんか。 

    中村委員。 

〇６番（中村正志君）  予防接種の委託料が１，０００万円余りの減額になっていますの

で、多分コロナの受診が少ないのかなというふうなことを、そう予想していますけ

れども、この辺の状況、インフルエンザとかコロナだとは思うのですけれども、減

額になった理由を教えてください。 

〇委員長（田村せつ君） 健康福祉課長、竹澤泰司君。 

〇健康福祉課長（竹澤泰司君） ただいま中村委員のご質問にお答えします。 

    中村委員ご指摘のとおり、コロナウィルスの予防接種、こちらが当初１，５００

人見込みましたが、実績が９００人ということで、６００万円ほどの減額となって

おります。 

    あとは、高校生のインフルエンザの予防接種、こちらも対象者が減ったことから

１５０万円ほどの減額となっております。 

    その他、高齢者の帯状疱疹予防接種のワクチン等も減額、それぞれ合わせて１，

０００万円ほどの減額となっております。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

    中村委員。 

〇６番（中村正志君）  コロナに関して、私も受診しなかったのですけれども、現状で軽

米町のコロナ感染者の状況というのは把握されていますか。もしかしてコロナの予

防接種を受けていなかったばかりに感染した人が多いというか、そういうふうなも

のも含めて、今後の予防接種のあっせんというか、そういうものをしていく必要が

あるのかどうかも含めて、またやらなくても大したことがないことなのか、ちょっ

とその辺をどのように捉えていらっしゃいますか。 

〇委員長（田村せつ君） 健康福祉課長、竹澤泰司君。 

〇健康福祉課長（竹澤泰司君） ただいまの中村委員のご質問にお答えします。 

    コロナの感染者数等は、現在把握はしておりません。こちらにつきましては、コ

ロナの感染、インフルエンザの感染等は発生しているというお話はお伺いしており

ます。 

    今後につきましても、どうしてもやっぱりコロナに感染して重症化になる方もい

らっしゃることから、高齢者の方とか、あともともとの病気持ちの方とか、予防接

種については、今後も継続していかなければならないものと認識しておりますが、

予算要求に関しましては、今後は実績等を参考にしながら精査してまいりたいと考

えております。 
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    以上でございます。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

〇６番（中村正志君） はい。 

〇委員長（田村せつ君） あとありませんか。 

    江刺家委員。 

〇５番（江刺家静子君）  今のコロナの件でちょっと、２月の中旬頃から軽米病院はコロ

ナの感染者が多くて、何か新規の入院をストップさせているというような情報とい

いますか、話をちょっと聞いたのですけれども、今５類になったからということで、

ほとんどそういう情報は入ってこないのですけれども、岩手県内においても、何か

一番はやって、本当に飲食店なんかも閉鎖していた、あの頃と同じぐらいの人がコ

ロナで亡くなっているよという岩手県内の話を聞いたのですが、それでもそういう

ふうに注意しましょうというふうな関係というか、そういうのはしないということ

で、あくまでもそういう、かたくなにではなく、本当は注意して、私も今マスクも

していないのですけれども、やっぱり高齢者は感染すると危ないという、何かそう

いうふうな情報を流すというわけにはいかないのでしょうか、注意しましょうとい

う。 

〇委員長（田村せつ君） 健康福祉課主幹、日向安子君。 

〇健康福祉課主幹（日向安子君） ただいまの江刺家委員の質問にお答えいたします。 

    前回のこの場で江刺家委員から注意喚起というところでご指導をいただいており

まして、その後ホームページとか、あと健康お知らせ版で注意喚起は行っておりま

した。ただ、２月に入ってからのコロナの軽米病院の状況というのは、ちょっと隣

におりますけれども、把握をしておらないところですので、情報をいただきながら、

また町民の方に注意喚起といいますか、情報の周知を進めてまいりたいと思います。 

    以上です。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

    江刺家委員。 

〇５番（江刺家静子君）  新規の入院患者は今引き受けていないのですということで、私

の知り合いの方も入院していて院内感染したということがあったので、なかなか書

いたのとか、テレビなんか見ないので、放送で皆さん、ワクチンはしましたかとか、

流行していますとかというのができれば、皆さんよく分かるのではないかなと思い

ます。 

    以上です。 

〇委員長（田村せつ君） 健康福祉課主幹、日向安子君。 

〇健康福祉課主幹（日向安子君） ありがとうございます。検討してまいります。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 
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    あとないですか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） では、これを終わって、次に入ります。 

    ６款農林水産費。１項、２項の説明をお願いします。 

    産業振興課長、輪達隆志君。 

〇産業振興課長（輪達隆志君） それでは、６款のご説明をいたします。 

    ６款農業水産費、１項農業費、１目農業委員会でございます。こちらにつきまし

ては、１節の報酬、農業委員の報酬でございますが、こちらを２１万５，０００円

増額するものでございます。こちらにつきましては、農地最適化推進活動の国から

の予算といいますか、交付の決定がありまして、２１万５，０００円増額となるこ

とから、歳出につきましても２１万５，０００円増額するものでございます。 

    続きまして、２目農業総務費、２４節の積立金でございます。自然のめぐみ基金

元本積立を１３２万７，０００円増額するものでございます。こちらは、歳入のほ

うでもご説明いたしましたが、事業費等の確定によりまして増額するものでござい

ます。 

    続きまして、３目農業振興費でございます。こちらにつきましては、１８節の負

担金、補助及び交付金につきまして、エゴマ産地確立推進事業費補助金１１７万円

の減額、それから農業次世代人材投資資金１５０万円の減額、それから親元就農給

付金につきましては１８０万円の減額、地域農業計画実践支援事業補助金につきま

しては１，６２２万円の減額、いずれも事業費の確定による減額でございます。 

    続きまして、１６目の多面的機能発揮促進事業費でございます。こちらも１８節

の負担金、補助及び交付金につきまして、多面的機能支払交付金が１８７万８，０

００円の減額、それから中山間地域等直接支払交付金を２１４万７，０００円の減

額、それから環境保全型農業直接支払交付金を２１２万円の減額、こちらにつきま

しても、いずれも事業費の確定による減額でございます。 

    続きまして、２項の林業費でございます。１目林業総務費、２４節の積立金、森

林環境整備基金元本積立、こちらも最初の歳入のほうでもご説明をいたしましたと

おり、事業費等の確定によりまして積立金を増額するものでございます。 

    それから、４目の雪谷川ダムフォリストパーク・軽米管理運営費、１０節需用費

でございます。こちらにつきましては、修繕料３６万３，０００円増額するもので

ございます。内容につきましては、風車棟のサッシが老朽化して雨漏り等をしてい

ることから、サッシの修繕費を増額計上したものでございます。１２節の委託料で

ございます。こちらにつきましては、軽米メモリアルブリッジ点検調査業務委託料

の事業費の確定によりまして１１７万４，０００円を減額するものでございます。 

    以上です。 
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〇委員長（田村せつ君） 説明が終わりました。質疑に入ります。 

    中村委員。 

〇６番（中村正志君）  ちょっと内容が分からないので、質問させていただきます。地域

農業計画実践支援事業費補助金の１，６２２万円の減になっていますけれども、全

体の農業振興費の分だけでも、かなりの減だなという、割合を示しているような気

がするのですけれども、この内容をちょっと教えていただければなと。 

〇委員長（田村せつ君） 産業振興課長、輪達隆志君。 

〇産業振興課長（輪達隆志君） ちょっと休憩。 

〇委員長（田村せつ君） ちょっと休憩します。 

               午前１１時４８分 休憩 

――――――――――――― 

               午前１１時４９分 再開 

〇委員長（田村せつ君） 再開します。 

    産業振興課長、輪達隆志君。 

〇産業振興課長（輪達隆志君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

    こちらにつきましては、当初予定しておりました汎用コンバインの導入経費に係

る補助金でございますが、こちら県のほうに申請しましたところ、採択にならなか

った分が減額となっております。 

    以上でございます。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

〇６番（中村正志君） はい。 

〇委員長（田村せつ君） あとありませんか。 

             〔「ちょっと休憩してください」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） 休憩します。 

               午前１１時４９分 休憩 

――――――――――――― 

               午前１１時５３分 再開 

〇委員長（田村せつ君） 再開します。 

    中村委員。 

〇６番（中村正志君）  今の事業、ちょっと私も内容はよく分からないのですけれども、

不採択になったから全然金を使っていないということだと思うのですけれども、何

か昨年度の予算、事業として見つけると１，９００万円ぐらいの予算だったような

のですけれども、ここで減額するのが１，６００万円ということは、何かに３００

万円使ったのかな、申請するために。大体どこに補助する事業なのですか。町のあ

れなのですか。ちょっとその辺がよく分からないのですけれども、分からないのは
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私だけかもしれないけれども。 

             〔何事か言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君）  休憩します。休憩して１時から再開にしたいと思います。よろ

しいですか。 

             〔「異議なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） 休憩します。 

               午前１１時５４分 休憩 

――――――――――――― 

               午後 零時５７分 再開 

〇委員長（田村せつ君）  それでは、皆さんおそろいになったようですので、午前に引き

続き会議を再開します。 

    答弁から。産業振興課長、輪達隆志君。 

〇産業振興課長（輪達隆志君）  それでは、午前に引き続き休憩前のご質問にお答えをい

たします。 

    こちらの地域農業計画実践支援事業費補助金につきましては、農家の方、それか

ら農業法人、農業団体等で導入します農業機械あるいは農業の資機材の導入につき

まして補助するものでございます。令和７年度の当初予算は１，９９２万５，００

０円計上していたところでございます。このうち、４件ほどの事業が採択になりま

して、３７０万５，０００円、こちらのほうは補助金の対象として採択になったと

ころでございますが、午前中申し上げましたとおり、コンバインの導入経費がかな

り大きなウエートを占めておりまして、残額の１，６２２万円が不採択に伴いまし

て不用ということで、減額させていただいたものでございます。 

    以上です。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいでしょうか。 

〇６番（中村正志君） はい。 

〇委員長（田村せつ君） あと皆さん、ないですか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君）  それではないようですので、６款を終わりまして、７款に入り

ます。７款商工費。 

    産業振興課長、輪達隆志君。 

〇産業振興課長（輪達隆志君）  それでは、７款商工費、１項商工費、３目観光費でござ

います。こちらにつきましては、１８節の負担金、補助及び交付金につきまして５

２３万５，０００円を減額するものでございます。こちらは、軽米町の観光協会へ

の補助金、こちら各種事業費が確定したことによりまして、不用減とするものでご

ざいます。 
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    私からは以上です。 

〇委員長（田村せつ君） 町民生活課長、輪達ひろか君。 

〇町民生活課長（輪達ひろか君）  それでは、商工費、４目消費者行政推進費、１８節負

担金、補助及び交付金です。こちら二戸消費生活センター事務委託負担金４万２，

０００円の増額をお願いするものです。こちらは、事務機器の整備と給与改定によ

り増額しました人件費分でございます。 

    以上、よろしくお願いいたします。 

〇委員長（田村せつ君） 説明が終わりました。質疑に入ります。質疑ありませんか。 

    中村委員。 

〇６番（中村正志君） 観光協会への補助金が５００万円減額になっていましたけれども、

当初予算額が１，５７６万円で間違いないのか。それに対して５００万円も減額す

るというのは、ちょっとあまりにも大き過ぎる減額だなと思うのですけれども、こ

れはやろうと思ったのができなかったのか、何がこういう予算に、過剰見積りだっ

たのか、その辺の要因は何だったのでしょうか。３分の１の減額というのは、なか

なかあり得ないなと思って。 

〇委員長（田村せつ君） 産業振興課長、輪達隆志君。 

〇産業振興課長（輪達隆志君） ただいまのご質問にお答えをいたします。 

    各観光行事につきましても、事業費の件もございますが、大きなものといたしま

しては今年度導入しましたレンタサイクルの導入事業でございますが、こちら様々

な機能がついたレンタサイクルを導入する予定でございました。今自転車がどこに

いるとか、バッテリー容量がどれぐらいだとかというような様々な情報が得られる

レンタサイクルシステム、令和５年、令和６年の実証実験、お試し期間的なもので

レンタルでやっていたところでございますが、こちら２年ほどそのシステムを使っ

ておりますが、費用に見合っただけの情報活用ができないのではないかということ

で、普通の電動自転車、システムのない電動自転車を購入いたしまして、貸し借り

の管理だけするような形で現在進めておりますので、そちらで見積もっておりまし

たレンタサイクル管理用のシステム使用料等が３７０万円ほど不用となったのが一

番大きな要因でございます。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

    中村委員。 

〇６番（中村正志君）  ちょっといまいち内容がよく分からないのです。資料を出してい

ただいていたのがあって、それぞれが令和７年度の予算の中には、レンタサイクル

の導入事業が４６９万円ぐらいの予算を取っていたようで、それに対してレンタサ

イクル、自転車を購入したと思うのですけれども、３７０万円というのは、もしか

して無償ではないですよね、お金もらっていますよね。それの収入増もあってとい
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うことも含まれているのですか。でも、３００万円の収入があるとは思えないけれ

ども。観光協会で貸すのだったら観光協会にもしかしてお金が収入として入ったの

かなということも予想されますけれども、その辺はどうなのですか。 

〇委員長（田村せつ君） 産業振興課長、輪達隆志君。 

〇産業振興課長（輪達隆志君） ただいまのご質問にお答えをいたします。 

    まず、最初のレンタサイクルの導入経費の関係でございますが、ちょっと私説明

が下手くそなのかもしれませんが、当初予定していた導入するレンタサイクルは、

ＧＰＳ機能等がついて、様々な情報をパソコンで確認できるというようなシステム、

お試しということで２年ほどやったのですけれども、そういうシステムがなくても

管理できるのでは、多額の経費をかけてまで様々な情報を得なくてもレンタサイク

ルサービスを導入できるだろうということで普通の電動自転車を導入して、そうい

う今どこにいるとかという情報は分からない状態ではございますが、貸し借りをし

て、今実際に運用しているところでございます。様々な情報を得るためのシステム

の使用料等がかなりの金額ということでありました。 

    こちらの財源等につきましては、県の地域経済推進費といいますが、補助金を導

入して実施している事業でございます。そのほかにも、貸出し、１台当たり５００

円ということで、観光協会のほうに収入として入っております。 

    レンタサイクルの導入事業費は、収入が増えたので予算が減ったというようなこ

とではございません。収入はございますけれども、そんなに大きい金額ではありま

せん。 

    以上。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

    中村委員。 

〇６番（中村正志君）  いずれこういう観光協会の事業においては、やはり住民を巻き込

んでやっているのだと思いますので、そんなに窮屈な予算執行ではなくてもいいの

ではないかなと思ったりしているので、今のお話でちょっと確認したいのですけれ

ども、最初の時点、レンタサイクルの購入費は四百六十何万円で、そこの部分では

３００万円ぐらい余ったということは、レンタサイクルでの費用としては１５０万

円ぐらい使ったのだよというふうに理解していいのかなと。 

    あと５００万円返還するということは、大体２００万円ぐらいは、ほかのお祭り

等の事業において余ったのかというふうに思われるわけですけれども、この事業費

が減ったということは、お祭りのやり方とか、そういうふうなものに関して何か小

ぢんまりとなったのか、にぎやかに感じて、それこそ何かお祭りとか、そういう事

業をやれば、にぎわえばにぎわうほど少し予算も膨らんでくるものだというふうに

私自身は思うわけですけれども、縮小されてきているものなのか、祭りそのものの
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内容がどうなのですか。予算、当初予測したものよりも２００万円も使わなかった

ということになれば、何かお祭りそのものの内容が縮小されてきているのかなとい

うふうに予想するというのもあるのですけれども、その辺の反省点、反省の中では、

その辺のところの評価はどのようにされていたのかなというふうに思いますけれど

も、どうなのですか。 

〇委員長（田村せつ君） 産業振興課長、輪達隆志君。 

〇産業振興課長（輪達隆志君） ただいまご質問にお答えをいたします。 

    レンタサイクル以外の様々な各種イベント、チューリップフェスティバルから始

まりまして、秋まつり、食フェスタ、冬灯り、物産キャンペーン等を行っておりま

すが、こちらについては、規模を縮小したために予算が残ったというわけではござ

いません。通常どおりといいますか、前年度以上に何かできるようにというような

工夫はするようにして実施していたところでございますが、様々な経費につきまし

て若干の残が出たということで、全体で５２０万円ほどの減額。うちレンタサイク

ルが３７０万円ほどですから、各種事業費につきましては、合わせて１５０万円ほ

どの減額、節約。節約と言っていいのかよく分かりませんが、実施した結果、残余

が出たというような形でございます。 

    様々なイベントにつきましては、これからも様々な工夫を凝らしまして、町のに

ぎわい創出に寄与できるように工夫してまいりたいというふうに考えてございます。 

    以上です。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

    中村委員。 

〇６番（中村正志君）  このことについては、新年度予算の中でも協議できるかと思いま

すので、これぐらいで終わりにしますけれども、お金に余裕があるのであれば、人

的なスタッフ等を、役場職員を主に使っているかとは思うのですけれども、そうで

はなく、町民の有償ボランティアみたいな形のスタッフ等も募集しながら、そうい

う人たちからいろいろと協力いただきながらやっていく。それで、そういうふうな

お金がないわけではない、余るくらいだったら、そういうふうな方々に日当等をお

支払いして協力をもらうとかというふうなことを考えていけば、役場職員の人たち

の負担も少なくなるのではないか。 

    そして、逆に町民の方々も、もっと祭りに興味を持って盛り上げていただけるの

ではないかなというふうに思いますので、その辺を工夫していただければなと思い

ますけれども、今のは次、令和８年度でも協議ができますので、これぐらいで。も

しこのことについて何かあれば、答弁いただければと思います。 

〇委員長（田村せつ君） 産業振興課長、輪達隆志君。 

〇産業振興課長（輪達隆志君）  ご提言ありがとうございます。ただいまいただいたご提
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言等も参考にしながら、様々な工夫を凝らしてイベントが盛り上がるように考えて

いきたいと思います。よろしくお願いします。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

〇６番（中村正志君） はい。 

〇委員長（田村せつ君） あと、皆さん、ないですか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） なければ、次に移ります。 

    ７款商工費を終わりまして、８款土木費。 

    地域整備課長、神久保恵蔵君。 

〇地域整備課長（神久保恵蔵君）  それでは、予算書の２０ページになります。８款土木

費、２項道路橋りょう費、３目道路新設改良費、補正額が１５０万円減額するもの

でございます。節については、２１節補償、補填及び賠償金ですが、これは当初道

路工事に支障となる電柱の移設を見込んでおりましたけれども、現地に入りまして、

再調査したところ、移設の必要がないということで今回減額するものでございます。 

    説明は、以上となります。 

〇委員長（田村せつ君） 質疑に入ります。質疑ありませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） それでは、８款を終わります。 

    ９款消防費に入ります。 

    総務課長、日山一則君。 

〇総務課長（日山一則君）  それでは、９款消防費、１項消防費の補正予算の説明をいた

します。２０ページになります。１目の常備消防費１，３１６万２，０００円を減

額し、２億５，８８０万４，０００円とするものでございます。こちらは、二戸地

区広域行政事務組合の負担金となります。今回減額となりますのは、歳入の際にも

ご説明申し上げましたが、今年度軽米分署に導入いたします高規格救急車の配備に

当たりまして、国庫補助の対象になったということと、あと入札残があったことか

ら負担金が減額となるもので、当初４，３５０万円の負担金を予定しておりました

が、２，７８２万５，０００円。１，５６７万５，０００円ほど減額となっており

ます。 

    あわせまして、当初は国庫補助金の対象外であったものが緊急援助隊ということ

で認定を受けることから、国庫補助が導入されるということで減となったものでご

ざいます。それに併せまして、広域消防組合の人件費、給与改定に伴う人件費が５

１３万円の増、その他もろもろの減が２６１万７，０００円、合わせまして１，３

１６万２，０００円の負担金減とするものでございます。 

    次に、４目消防施設費、こちらにつきましては当初に予算計上ございませんでし
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たが、新たに１億５４４万１，０００円を追加で補正するものでございます。こち

らにつきましては、先ほども説明しておりましたけれども、野場地区の消防団の拠

点施設の建設整備事業ということで、それぞれ関係する経費を計上したものでござ

います。この財源につきましては、過疎対策事業債１億５１０万円を予定し、実施

するものでございます。 

    以上でございます。 

〇委員長（田村せつ君） 質疑に入ります。質疑ありませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） それでは、９款を終わりまして、１０款教育費。 

    教育委員会事務局教育次長、古舘寿徳君。 

〇教育委員会事務局教育次長（古舘寿徳君）  では、２０ページの予算の部分、教育費を

ご説明いたします。 

    １項教育総務費、２目事務局費、１７節備品購入費で２０３万９，０００円の減

額でありますが、本年度執行いたしましたスクールバスの購入に係る入札残による

ものでございます。 

    続いて、２１ページ、２項小学校費、１目学校管理費、１０節需用費の光熱水費

が９００万円の減額となります。町立の３つの小学校の水道料及び電気料が少なく

て済む見込みのための減額であります。この費目の１３節使用料及び賃借料ですけ

れども、今年度更新いたしました小学校用の校務用の端末の使用料であります。賃

借料は、年間分として措置しておりましたが、賃借開始が１２月となったため、８

か月分が不用となったことによるものであります。 

    ２目の教育振興費、１７節備品購入費ですが、各小学校から購入を要望された教

材等の備品の購入費でありますけれども、要望が少なかったため残額が発生し、減

額するものであります。 

    続きまして、４項社会教育費、１目社会教育総務費、１７節報償費であります。

こちらは、各学校等で開設しております放課後子ども教室等々の運営に係る経費で

ありますけれども、コーディネーターを２名予定しておりましたけれども、１名の

採用でございましたので、１名分の賃金等、そちらの部分を減額するものでありま

す。 

    説明は以上でございます。 

〇委員長（田村せつ君） 質疑に入ります。質疑ありませんか。ないですか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） それでは、議案第７号を終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第８号の審査 
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〇委員長（田村せつ君）  議案第８号に入ります。議案第８号  令和７年度軽米町介護保

険特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

    健康福祉課長、竹澤泰司君。 

〇健康福祉課長（竹澤泰司君）  それでは、議案第８号 令和７年度軽米町介護保険特別

会計補正予算（第２号）についてご説明申し上げます。 

    ３ページをご覧いただきたいと思います。こちらにつきましては、先ほども議案

第７号 令和７年度軽米町一般会計補正予算（第９号）の３款民生費の部分で、総

務課長よりご説明ありました２０５万１，０００円を介護保険特別会計のほうに繰

り出しますということで、こちらにつきましては居宅介護サービス計画費収入、こ

ちらは民間等に利用者のほうをお願いしたこともあって、歳入のほうに、計画費収

入のほうに２０５万１，０００円減額の補正をお願いするものでございます。そち

らにつきまして、一般会計のほうから同額の繰入れをお願いしているものでござい

ます。 

    説明は以上でございます。 

〇委員長（田村せつ君） 説明が終わりました。質疑に入ります。質疑ありませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） 質疑がないようですので、議案第８号の質疑を終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第９号の審査 

〇委員長（田村せつ君）  議案第９号 令和７年度軽米町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）を議題といたします。 

    町民生活課長、輪達ひろか君。 

〇町民生活課長（輪達ひろか君）  議案第９号でございます。本会議場で説明しましたと

おりでございます。歳入調定額の確定により広域連合の納付金を増額するものでご

ざいます。 

    以上です。 

〇委員長（田村せつ君） 質疑に入ります。質疑ありませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） 質疑なしですので、終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第１０号の審査 

〇委員長（田村せつ君）  議案第１０号  令和７年度軽米町水道事業会計補正予算（第４

号）を議題といたします。 

    地域整備課長、神久保恵蔵君。 

〇地域整備課長（神久保恵蔵君）  議案第１０号 令和７年度軽米町水道事業会計補正予
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算（第４号）についてですが、本会議場で説明したとおりですので、説明は省略い

たします。よろしくお願いします。 

〇委員長（田村せつ君） 質疑に入ります。質疑ありませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） ないようですので、終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第１１号の審査 

〇委員長（田村せつ君） 議案第１１号 令和８年度軽米町一般会計予算を議題とします。 

    令和８年度軽米町一般会計予算ですが、予算の内容を明らかにする書類として議

案第１１号関係資料が添付されていますので、最初そちらの説明を受けてから、予

算書について歳入歳出ごとに質疑を進めたいと思います。 

    歳入は歳入全般を、歳出については款あるいは項、目ごとと、その科目ごとの説

明の量に合わせながら臨機応変に対応して質疑を受けたいと思います。このような

進め方でよろしいでしょうか。 

             〔「異議なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） それでは、総務課長、日山一則君。 

〇総務課長（日山一則君）  それでは、議案第１１号 令和８年度軽米町一般会計予算に

ついて、歳入について資料に基づきご説明申し上げます。 

    資料のほうは、４枚でつづっております、右上のほうに議案第１１号関係資料と

あるものでございますが、よろしいでしょうか。それでは、それを読み上げるよう

な形で進めてまいりたいと思います。 

    まず、予算総額でございます。７２億８，５００万円。前年度の当初予算額７０

億７，０００万円に比べ２億１，５００万円、３％の増となっております。 

    歳入でございます。主要な自主財源でございます。町税、これにつきましては１

１億４，３８３万円。前年度比較で３，４３１万円、２．９％の減となりました。

固定資産税が３，２０９万円の減を見込んだことが主な要因でございます。 

    歳入全体の自主財源比率は３４．７％で、前年度当初３０．９％に比べ３．９ポ

イントの増となっております。基金繰入金の増、町債の発行額が減となったことが

主な要因でございます。 

    一方、主要な依存財源であります地方交付税につきましては２９億５，８００万

円と、前年度と比較し９，５００万円、３．１％の減としております。普通交付税

は、前年度予算に対し３．４％減の２７億４，０００万円。特別交付税は、前年度

予算同額の２億１，８００万円を計上しております。 

    次に、国庫支出金でございますが、除雪機械の購入に係ります社会資本整備総合

交付金３，１１８万円を新たに見込み、橋梁整備事業に係る道路メンテナンス事業



- 38 - 

費補助金が１，４５２万円の増、また障害者総合支援等給付費負担金が１，７４４

万円、８．１％の増となるなど、合計では前年度比較で４，６９７万円、１０．８

％の増としております。 

    県支出金につきましては、総務費委託金では参議院議員選挙費執行経費市町村交

付金が１，５２４万円の皆減、また国勢調査交付金が５８６万円の皆減、岩手県自

立分散型エネルギー供給システム支援事業費補助金５００万円の皆減となったこと

などから、合わせて７４２万円、２．１％の減となっております。 

    借入金でございます町債につきましては、道路整備事業に１億５，５００万円、

情報通信施設更新事業債、３か年事業の最終年度となりますが、４，４１０万円、

新たに防災行政無線操作卓等更新事業債９，８１０万円など、総額で５億６，６５

０万円、前年度比較で９，５２０万円、１４．４％の減としております。 

    このほか、公債費の財源として町債減債基金１億３，７１９万円を取り崩すとと

もに、財政調整基金８億２２４万円、前年度と比べ２億８，３０３万円増となりま

すが、の取崩しにより財源調整しております。 

    次に、歳出でございます。歳出につきましては、資料の４ページにございます左

側（２）、性質別歳出前年度比較表、この義務的経費、その他の経費、投資的経費

の区分に準じてご説明申し上げます。それでは、また１ページに戻りまして続けま

す。義務的経費につきましては３２億８，９９４万円と、歳出全体の４５．２％を

占め、前年度比較で１億６，６９２万円、５．３％の増となりました。人件費につ

きましては、人事院勧告に伴う常勤職員、会計年度任用職員の報酬、給料、手当の

増により、前年度比較で１億９４９万円、７．５％の増となりました。扶助費につ

きましても、障害者総合支援給付費の増等により、前年度比２，８６６万円、４．

１％の増、公債費においては、緊急自然災害防止対策事業債及びかるまい文化交流

センター建設事業費等に係る過疎対策事業の元金償還開始等に伴いまして２，８７

７万円、３％の増となっております。 

    次に、投資的経費です。こちらは７億５，７６１万円、前年度比較で７，１５６

万円、１０．４％の増となりました。情報通信施設構想設備更新事業は７，００７

万円の減となりましたが、防災行政無線操作卓等の更新事業が新たに９，８１９万

円の皆増、また若者定住住宅整備事業が４，８６０万円の増となったことによりま

す。 

    その他の経費につきましては、国民健康保険特別会計繰出金、また後期高齢者医

療特別会計繰出金の増によりまして、繰出金トータルで４，１８０万円、９％の増

となっております。二戸地区広域行政事務組合負担金、下水道事業会計補助金など

が減となったことから、補助費等総額では７，３３１万円、７．１％の減となって

おります。あわせて、その他の経費全体では３２億２，７３３万円となり、前年度
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比較で２，３１８万円、０．７％の減となっております。 

    次に、２ページでございますが、重点施策・主要事業等ということで、新規事業

あるいは拡充した事業、継続事業につきまして、総合発展計画の実施計画の中にご

ざいます施策に応じて７項目ございますが、それに応じた予算の状況を表したもの

でございます。こちらにつきましては、歳出予算の説明の際に、各所管課、担当課

よりご説明申し上げます。 

    次に、３ページでございます。３ページにつきましては、対前年度比較表という

ことでございますが、目的別の歳入歳出について、令和８年度当初、令和７年度当

初を比較した資料となっております。後ほどご覧いただきたいと思います。 

    それから、４ページでございます。今歳出予算のところで性質別歳出の内容等、

主な増減等をご説明申し上げました表が、この（２）でございます。 

    右上の（３）、地方債の年度別発行額の状況でございます。こちらの表を見ます

と、一般会計の欄でございますが、令和５年度で１１億４，４１０万円、令和６年

度４億４，２８０万円、令和７年度８億、令和８年度５億というふうな形で発行を

続けております。令和５年度につきましては、かるまい文化交流センターの関係の

事業ということで多額の過疎債等がございましたので、多く発行してまいりました。

現在は、平均で５億円から６億円の中で推移して、事業選定を行いながら、発行額

の抑制に努めながら進めております。 

    （４）の、中段でございます。地方債の年度別現在高、こちらにつきましては、

令和７年度見込みで一般会計で８６億７，５２０万３，０００円、現在の当初予算

を加味した令和８年度の見込額で８２億８，７８８万３，０００円、若干残高につ

いては減少する見込みでおります。公債費のピークということで、借入金返済のピ

ークに当たるのが令和９年度となります。令和９年度には、現在の令和８年度の当

初では９億９，８５５万１，０００円を計上しておりますが、令和９年度以降は１

０億５，０００万円程度を推移してまいります。これは、先ほど申し上げましたと

おり、かるまい文化交流センターの過疎債の据置期間３年間が過ぎまして償還が開

始されるということで、非常に公債費の支出の割合が高くなってまいります。 

    それから、（５）、主な基金の年度別現在高でございます。こちらは、主要な基

金であります財政調整基金、町債減債基金、ふるさとづくり振興基金、この３つの

基金を表に示してございます。２３億円から２６億円の中で推移してまいりました。

令和６年度２６億円の予算に対し、令和７年度の現在の見込みで２３億４，０００

万円を見込んでおります。令和８年度見込みにつきましては、先ほども歳入の欄内

からもご説明したとおり、財政調整基金８億円取崩しという中での予算編成でござ

います。その結果、令和８年度見込み、現在の状況では１２億８，０００万円とい

うふうに見込んでおるものでございます。 
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    いずれにしましても、この公債費のピーク、あるいは建設事業等を見据えた形で

の長期の財政計画見通しの中で執行してまいりますし、予算についても、そういっ

た形での編成に努めてまいりたいと考えております。 

    以上、概要の説明で終わりたいと思います。 

〇委員長（田村せつ君） 歳入をお願いいたします。 

〇総務課長（日山一則君）  それでは、予算書あるいは資料等ごとに歳入予算の全体につ

いてご説明申し上げます。 

    予算書のほうになりますが、事項別明細書の１３ページからの説明になります。

２の歳入、１款町税、１項町民税、町民税につきましては、町税につきましては、

所管課であります税務会計課長より、資料を基にご説明申し上げます。 

〇委員長（田村せつ君） 税務会計課長、寺地隆之君。 

〇税務会計課長（寺地隆之君）  議案第１１号関係、歳入、１款の町税に関する資料とい

たしまして１枚お配りしております。資料名は、令和８年度一般会計当初予算町税

説明資料というものでございます。ご用意のほう、よろしいでしょうか。 

    こちらの資料の見方でございますが、左側から順に税目、令和８年度当初予算額、

令和７年度当初予算額、比較増減となっており、令和７年度当初予算の列には各税

目に括弧書きで斜めの数字を記載してございます。この数字は、令和７年度の歳入

決算見込額でございますので、よろしくお願いいたします。 

    それでは、資料上から順にご説明いたします。まず、個人町民税の現年課税分で

すが、前年比で８３５万円増の２億５，８０５万円と見込んでおります。内訳は、

用紙の右半分の欄、積算内容にございますが、均等割額では５６万円の減、所得割

額では８９１万円の増とするものでございます。この均等割が減となる主な要因で

ございますが、高齢化、人口減少に比例する納税義務者数の減、そこがまず想定さ

れることに加えまして、税制改正により給与所得控除が１０万円引き上げられたこ

とにより、新たに非課税となるケースが生じる影響も見込んでおります。これに対

しまして、所得割額につきましては、令和６年度の実績、令和７年度の調定、近年

の傾向等による推計から、全体としては増となることを見込んだものでございます。 

    次の滞納繰越分でございますが、令和８年度への滞納繰越見込額の７．５％の徴

収を見込み、１３３万円の予算とさせていただきました。 

    続きまして、法人町民税でございます。現年課税分につきましては、各企業、各

法人の決算状況、市場、景気の動向等を予測することがなかなか困難なことなどか

ら、今年度の申告納付状況から推計し、法人税割を堅めに５００万円の減とし、均

等割と合わせて３，０００万円ということで、今年度の決算見込額と同程度を見込

んでおります。 

    滞納繰越分につきましては、分納中の法人がございまして、均等割１件分の５万
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円といたしております。 

    続きまして、固定資産税の現年課税でございます。まず、土地につきましては、

宅地の価格の下落修正を実施したことから、課税標準額ベースで６．６％の減を見

積もっております。家屋につきましては、昨年中になされた新築、増築といった増

の要因、そして滅失、取壊し等による減の要因を比較し、３．３％の増を見積もっ

てございます。償却資産につきましては、既存資産の減価の見通しを精査するとと

もに、毎年１月、２月に確定申告されてくる新規資産につきましては、過去の実績

等から推計し、令和７年１１月末時点での積算を実施したものでございます。この

結果、償却資産は６．２％の減を見込んでおります。これら土地、家屋及び償却資

産を合計した固定資産税の現年課税では、令和７年度当初予算の４．０％となる３，

１６０万円の減を見込み、合計７億５，０００万円の予算としたものでございます。 

    次の滞納繰越分でございますが、滞納見込額に対する徴収率３．５％を見込み、

３２３万円の収納を見込んでおります。 

    その次の国有資産等所在市町村交付金及び納付金につきましては、岩手県及び岩

手県医療局が町内に有する土地、家屋が通知されてまいりましたので、そこから試

算し、１２２万円の予算としております。 

    次の軽自動車税、環境性能割でございます。こちらについては、令和８年３月３

１日をもって廃止となる税目でございます。県で徴収したこの税額につきましては、

市町村に２か月後に払い込まれることとなっており、２月に徴収した分が４月、３

月に徴収した分が５月に町の税収となり、この取扱いがこのほど終了するものとな

ります。４月、５月の２か月分につきましては、直近３か年の課税実績から見積も

り、２９万４，０００円を見込んでございます。 

    なお、この廃止に伴う減収分につきましては、地方特例交付金により手当てされ

るものとなっております。 

    続きまして、軽自動車税の種別割でございます。令和７年１１月末時点での登録

台数より推計した見込額として３，６３９万３，０００円の予算でございます。廃

車が増となっている近年の傾向から、前年比１１２万４，０００円の減を見込んで

おります。滞納繰越分は、科目設定の１万円でございます。 

    次に、市町村たばこ税でございます。本年４月と１０月から増税に伴う増収分も

見込まれるものの、その反面、値上げによって消費本数の落ち込みも想定されると

ころでございます。また、近年の消費本数の減少傾向も踏まえまして、令和７年度

の売渡し本数見込みから１５％減、６，３２４万９，０００円とさせていただきま

した。 

    以上、トータルで令和７年度当初予算見積り額より３，４３１万２，０００円減

の１１億４，３８２万６，０００円の税収を見込んでございます。 
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    以上、町税の説明とさせていただきます。 

〇委員長（田村せつ君） では、引き続き総務課長、日山一則君。 

〇総務課長（日山一則君）  それでは、町税に引き続きまして、予算書は１５ページをご

覧になってください。２款地方譲与税、１項地方揮発譲与税でございます。こちら

につきましては、いわゆる令和７年１２月に暫定税率が廃止ということになりまし

たので、それに伴いまして減収を見込んでおります。１，７００万円を計上してお

り、４００万円の減を見込んでおります。 

    なお、この４００万円の減につきましては、後に説明申し上げます１０款特例交

付金のほうへ減収補填分として計上しております。 

    次に、２項自動車重量譲与税でございます。こちらにつきましては、前年度実績

等を基に増額５，９００万円を計上しております。 

    次に、３項森林環境譲与税でございます。こちらにつきましても、令和６年の実

績あるいは今年度、令和７年度の見込み値から推計いたしまして、微減としまして、

７４万１，０００円減の３，８５８万１，０００円を計上いたしました。 

    ３款利子割交付金でございます。以降、４款配当割交付金、次のページになりま

す、１６ページ、５款株式等譲渡所得割交付金、この３つの交付金につきましては、

県の資料、あるいは実績から推計したものでございます。 

    最初に、３款利子割交付金につきましては、１３６万円増を見込みまして１６０

万円を計上いたしました。 

    次の４款配当割交付金、こちらは９０万増の３１０万円を計上しております。 

    １６ページをご覧ください。５款株式等譲渡所得割交付金、こちらにつきまして

は１８０万円増の４００万円を見込んでおります。 

    ６款法人事業税交付金、７款地方消費税交付金、８款ゴルフ場利用税交付金、１

７ページ、９款環境性能割交付金、こちらにつきましては、県試算等の資料等を踏

まえながら推計をしたものでございます。 

    最初に、６款法人事業税交付金、前年度同額の１，２５０万円を計上いたしまし

た。 

    ７款地方消費税交付金、こちらにつきましては１，７００万円の増を見込み、２

億３，２００万円を計上いたしました。 

    ８款ゴルフ場利用税交付金、こちらにつきましては２００万円の減を見込み、１，

５００万円を計上しております。 

    １７ページに参ります。環境性能割交付金、こちらにつきましては、先ほど税務

会計課長が説明されました軽自動車の環境性能割に類する普通自動車の性能割交付

金でございますが、こちらにつきましても令和８年度で廃止ということでございま

すが、若干タイムラグが生じた部分で交付される分を県の試算を踏まえ１０万円計
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上いたしましたので、前年度比較で５８０万円の減となります。 

    なお、こちらの減収分につきましても、１０款の特例交付金で対応してまいりま

す。 

    次に、１０款地方特例交付金でございます。こちらは１，３６６万円増を見込み

まして、１，５７１万円を計上しております。まず、こちらの特例交付金の１点目

は、住宅ローン控除に係ります所得税を控除し切れない場合に町県民税のほうから

減ずることができるというものでございまして、その町民税から減ぜられた部分を

補填する交付金です。こちらにつきましては、前年度同額２００万円を計上いたし

ました。 

    また、自動車税の環境性能割の廃止に伴う減収分につきましては６３０万円、軽

自動車税に係ります環境性能割につきましては３４０万円、それから地方揮発油譲

与税減収補填分については４００万円ということで、特例交付金全体で１，５７１

万円を計上いたしました。 

    次に、１１款地方交付税でございます。こちらにつきましては、令和７年の実績

から総務省あるいは県及び町の借金、地方債の基準財政需要額への算入内容等を考

慮して推計いたしました。 

    なお、こちらの普通交付税の算出に当たりましては、国勢調査人口を測定単位と

するものが大概でありまして、まだ国勢調査人口は公表されておりませんが、令和

２年国調に比べ令和７年国調では、約１，０００人ほどが減になるのかなというふ

うに見込まれておりますので、そういった減少を加味しますと交付税の増額は期待

できないというふうな形となります。しかしながら、物価高騰対策あるいは人事院

勧告等に伴う給与の改定増、職員給与費等の増、そういった部分を見込んだ単位費

用等の改正も見込まれております。そういうものを含めながら、人口減少はするの

ですが、若干そういった数値の急激に落ちる補正も加味した形で、前年度当初と比

較しまして９，５００万円を減じて２７億４，０００万円を計上させていただきま

した。 

    なお、特別交付税につきましては、ここ数年、５年間の平均的な数字は、今回計

上しました２億円を超えておりますけれども、前年度同額の２億１，８００万円を

計上し、交付税総額では２９億５，８００万円の計上をさせていただきました。 

    次に、１２款交通安全対策特別交付金、こちらにつきましては、過年度の実績等

から推計いたしまして若干の増を見込み、７４万円を計上させていただきました。 

    次に、１３款分担金及び負担金、１項負担金でございます。１目の民生費負担金

でございますが、老人ホーム入所費用徴収金が８８万ほどの増を見込み、トータル

では９０万６，０００円を含みまして７６０万８，０００円を計上いたしました。 

    ページをめくっていただき、１８ページになります。２目の日本スポーツ振興セ
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ンター負担金についても若干の減を見込みながら、前年並みの２２万７，０００円

を計上いたしました。 

    次に、１４款使用料及び手数料でございます。１項使用料でございます。１目総

務使用料、こちらにつきましては、３節にございます文化交流センターの使用料を

３８万円ほどの増を見込みまして、総務使用料では１，６７６万３，０００円を計

上いたしました。また、２目衛生使用料につきましては９０万８，０００円の増を

見込み、１８７万円を見込んでおります。３目農林水産業使用料、こちらにつきま

しては、町営牧野の使用料を３７万８，０００円ほど減額を見込み、使用料トータ

ルで３７万３，０００円を減とし、３４１万円を計上いたしました。 

    次、１９ページ、４目土木使用料、こちらにつきましては、町営住宅の使用料２

５４万８，０００円ほど減額と見込みまして、２，１９６万８，０００円を計上い

たしました。５目の教育使用料、こちらにつきましては、若干減とはなるものの、

前年並みということで１９１万４，０００円を計上させていただきました。 

    次、２０ページをご覧ください。２項の手数料になります。こちらにつきまして

も、各費目の若干の増は見込みましたが、トータルで９万８，０００円、手数料全

体で４６５万９，０００円を計上させていただきました。 

    次に、１５款国庫支出金、１項国庫負担金でございます。１目の民生費国庫負担

金、こちらにつきましては、２節にございますが、障害者総合支援等給付費負担金

という中で、障がい者の総合支援等給付費負担金が１，７４４万３，０００円ほど

増額を見込んでおります。また、３節の児童手当負担金なのですが、こちらにつき

ましては、児童手当の対象となる児童が減少を見込みまして、９１５万１，０００

円ほど減と見込みまして、次のページ、国庫負担金合計では９６８万６，０００円

を増とし、３億５，０２７万４，０００円を計上いたしております。 

    次に、２項の国庫補助金でございます。国庫補助金の１目総務費国庫補助金、こ

ちらにつきましては、前年度当初では物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金調

整給付分ということで２，３４０万７，０００円ございました。その部分が全額な

くなりますので、それを加味しまして合計で２，３７８万９，０００円の減を見込

み、５５４万円を計上しております。 

    ２目の民生費国庫補助金につきましては、地域生活支援事業補助金、子ども・子

育て支援交付金とございますが、いずれも１００万ほどの増を見込みまして、トー

タルで２３８万２，０００円を増額し、１，７０３万２，０００円を計上いたしま

した。 

    ３目衛生費国庫補助金でございます。こちらにつきましては、妊婦のための支援

給付事業補助金と母子保健衛生費国庫補助金、こちら２９０万円、前年度の踏襲で

は見込んでいなかった、補正での対応だったと思うのですが、そういったことから
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今回増となっております。その２９０万円を増額し、９０６万円を計上しておりま

す。 

    ４目の土木費国庫補助金でございます。こちらにつきましては、橋梁関係でござ

いますが、道路メンテナンス事業補助金、こちらにつきまして１，４５２万３，０

００円ほど増となっております。また、社会資本整備総合交付金（防災・安全）と

ございますが、こちらは除雪ドーザ、雪寒機械を整備する補助金となります。これ

らの増によりまして４，３４０万４，０００円増を見込み、７，９８９万円を計上

しております。 

    ６目の教育費国庫補助金につきましては、こちら２２ページをご覧いただきたい

と思うのですが、一番上になりますが、給食費小学生無償化補助金１，３１０万４，

０００円、これが新たに小学校の給食費の無償化ということで、国、県からの支援

事業ということで新たに交付されるということとなりますので、この増額を見込み

まして、教育費国庫補助金では１，２３６万８，０００円の増を見込み、１，７５

３万７，０００円を計上させていただきました。 

    それでは、２２ページの１５款国庫支出金、３項委託金でございます。こちらの

委託金、自衛官の募集であるとか、国民年金事務、特別児童扶養手当事務費交付金、

これにつきましても若干の増はありますが、前年並みで１４０万２，０００円を計

上いたしました。 

    次に、１６款県支出金、１項県負担金でございます。こちらにつきまして１目の

民生費負担金でございますが、こちらは国庫負担金のほう、民生費国庫負担金でも

ご説明申し上げましたが、障害者総合支援給付費負担金が８７０万円ほどの増を見

込んでおります。また、児童手当の対象児童の減ということで１１０万９，０００

円を見込み、併せまして民生費県負担金では７２１万１，０００円の増を見込み、

１億６，７７２万円を計上いたしました。 

    ２目の衛生費県負担金につきましては、後期高齢者医療の保険基盤安定負担金、

いわゆる軽減の部分の交付補助金でありますけれども、対象の増ということで３４

５万９，０００円の増を見込み、３，４３４万４，０００円を計上いたしました。 

    次に、２項の県補助金でございます。１目の総務費県補助金、こちらにつきまし

ては、総務費補助金はそのまま同額計上でございますが、２節の企画費補助金の中

でございますが、令和７年度自立・分散型エネルギー供給システム支援事業補助金

ということで５００万円を計上いたしましたが、これがなくなりますことから５０

０万円の減。また、地域経営推進費は８２９万６，０００円を計上しておりますが、

前年に比べ１１２万３，０００円減となっております。合わせまして６３８万３，

０００円の減を見込みまして、１，１１６万６，０００円を計上いたしました。 

    ２目の民生費県補助金でございます。こちらにつきましては、重度心身障害者医



- 46 - 

療費助成事業補助金が１２８万円ほどの増となりますが、次の２４ページになりま

すが、２節の児童福祉費補助金の子ども・子育て支援交付金が１５１万３，０００

円の減となったことなどから、民生費県補助金では５８万４，０００円の減、２，

６１８万３，０００円を計上いたしました。 

    次に、３目衛生費県補助金でございます。こちらにつきましては、衛生費補助金

の中、妊婦のための支援給付事業費補助金、こちらにつきましては１５０万円から

７５万円を減となりましたので、その部分が減となります。その減を見込んで５１

１万４，０００円を計上いたしました。 

    次に、４目農林水産業費県補助金につきましては、地域農業経営育成支援事業費

補助金、令和７年度に比べまして３３４万６，０００円減の９９３万２，０００円、

中山間地域等支払交付金についても１３１万４，０００円を減、また農山漁村地域

整備交付金を１５０万円減としております。そういったことで、トータルで６２１

万９，０００円ほど補助金の減を見込み、４，８６４万３，０００円を計上いたし

ております。 

    次の２５ページになりますが、５目の土木費県補助金、６目の消防費県補助金に

つきましては、前年と同額を計上しております。 

    ７目教育費県補助金、これにつきましては、公立学校情報機器整備事業補助金１，

６９７万６，０００円、これを新たに計上いたしました。ＧＩＧＡスクール構想の

中にございますタブレットＰＣ、小中学校の更新経費ということでの補助金となり

ます。１，６７１万円、教育費県補助金が増となり、２，１４３万６，０００円を

計上いたしました。 

    次に、１４款県支出金の３項…… 

             〔何事か言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） 引き続きお願いいたします。 

〇総務課長（日山一則君）  教育費補助金となります。委託金からです。それでは、中段

以降、３項委託金、１の総務費委託金でございます。こちらにつきましては、前年

並みを計上しておりますが、令和７年度は参議院議員の選挙がございましたので、

執行経費委託金が１，５２４万２，０００円の皆減。また、国勢調査がございまし

た。その交付金が５８６万２，０００円。以上が減となりまして、トータルで２，

０８６万３，０００円が減となり、１，１６３万７，０００円を計上しております。  

    民生費委託金、次のページです。３目衛生費委託金、４目商工費委託金、５目土

木費委託金とも前年並みということで、増額あるいは若干の微増での計上とさせて

いただいております。 

    次に、２６ページ、１７款財産収入、１項財産運用収入でございます。１目の財

産貸付収入につきましては、土地の貸付収入が微増ということで６９万４，０００
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円の増額を見込み、４５５万８，０００円を計上しております。 

    ２目の利子及び配当金につきましては、財政調整基金利子が２２８万円というこ

とで、県債の購入ということでグリーンボンドの購入により運用益が、これまで利

息がなかったわけですけれども、運用益が上がったということから２５２万３，０

００円を見込み、増額を見込みまして２８２万８，０００円を計上しております。 

    ２項の財産売払収入の１目生産物売払収入につきましては、牧野の牧草の売払い

代金ですが、微増の２万１，０００円を見込み、２２万２，０００円を計上してお

ります。 

    次、２７ページ、１８款寄附金でございます。こちらにつきましては、１目の指

定寄附金ということで、こちらは農林業の健全な発展及び地域活性化施策に対する

指定寄附金ということで１，７２５万円を見込み、４００万円の増を見込んでおり

ます。それから、２目のふるさと支援寄附金、いわゆるふるさと納税をしていただ

いた寄附金の額、これは前年度と同額３，０００万円を計上しております。 

    １９款の繰入金でございます。１目の財政調整基金繰入金につきましては、財源

調整のため、前年度より２億８，３０２万５，０００円を増額し、８億２２３万５，

０００円の繰入れとしております。 

    ２目の町債減債基金繰入金につきましては、町債の減収といいますか、町債へ充

当するために取り崩す基金でございます。歳入補正予算の最後ご説明申し上げまし

たとおり、令和６年度あるいは令和７年度の交付税の再算定の際に、後年度におけ

る財源対策債に係る交付税相当額について前倒しで交付していることから、その部

分を取り崩して償還に充てるということから取り崩すもので、その分が１，７１９

万２，０００円。また、償還のピークが令和９年度と、先ほどご説明申し上げまし

たとおり年々増額してまいります。その部分の平準化するために、この基金から１

億２，０００万円を取り崩して充てたいということから、合わせて１億３，７１９

万２，０００円、前年度より２，２１９万９，０００円増額して計上しております。  

    ３目地域福祉振興基金繰入金、こちらにつきましては、地域福祉振興基金をヘル

パー派遣事業等への事業に充当するため、昨年と同額の２６７万７，０００円を繰

り入れております。 

    ４目ふるさと支援基金繰入金、こちらにつきましては、ふるさと納税でいただい

た寄附金をふるさと支援基金に積立てしておりますが、その中から４，０００万円、

前年度と比べまして１，１００万円増額し、４，０００万円を繰り入れまして事業

に充当するものでございます。 

    ５目自然のめぐみ基金繰入金、こちらにつきましても、自然のめぐみ基金繰入金

ということで、企業さんからの寄附をいただいたものを基金造成しておりますが、

こちらにつきましては５４６万円を増額し、１，７４４万円を事業に充当するとい
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うことで予算計上しております。 

    ６目の公共施設等総合管理費繰入金、こちらにつきましても、公共施設等総合管

理基金へ積立てしており、公共施設等の取壊し、あるいは施設整備等に充てるとい

うことで、令和８年度は３０万円減として２，６００万円を予算化しております。 

    ７目の森林環境整備基金繰入金、こちらは森林環境重税を原資とし、基金に積立

てしているものでございますが、１００万円を減額して、令和８年度は５００万円

の事業を行うということで、繰入れを予算に計上しております。 

    ８目のふるさとづくり振興基金繰入金でございますが、こちらにつきましては１

億６８３万２，０００円増額いたしまして、こちらにつきましても、かるまい文化

交流センター宇漢米館の活用事業であるとか、若者の定住住宅の整備、あるいは地

域おこし支援員等の活動助成、そういった事業等へ充当するため、この基金を活用

して予算化の事業とするものでございます。 

    次、９目の農山村地域活性化基金繰入金、こちらは新たに基金から繰り入れて事

業実施するものでございます。こちらについても農業振興地域整備計画等に係る事

業に充当するため２４７万５，０００円を新たに繰り入れてということで予算化し

たものでございます。 

    次に、２８ページをご覧いただきたいと思います。２０款の繰越金につきまして

は、科目の設定ということで１，０００円計上しております。 

    ２１款諸収入、延滞金、加算金及び過料、こちらにつきまして、町税延滞金とし

て前年度同額３６万円を計上いたしました。 

    同じく２項町預金利子につきましても、普通預金利子として科目設定１，０００

円を計上しております。 

    ２１款３項貸付金元利収入の１目貸付金元利収入でございます。こちらにつきま

しては、補正予算等々でもご説明申し上げましたが、特別養護老人ホームいちい荘

整備事業資金の元金償還金を数年にわたって毎年定額で償還いただくことで継続し

ておりましたが、社会福祉協議会からの申出で、若干猶予いただきたいということ

で変更の契約をしております。その結果、１，６４７万円の返済を予定しておりま

したが、それを２００万円に減ずると、そして期間を延長するということとなりま

したので、１，４４７万円を減額いたします。それを含めまして、トータルで１，

５４７万円の減となりまして、今年度は５１０万円を計上しております。 

    次に、２９ページでございます。４項の雑入、１目から２目につきましては、若

干の増減がございますが、前年並みの予算計上としております。 

    ３目の学校給食費徴収金につきましては、学校給食費の単価を上げたということ

から２０９万７，０００円増の９７３万２，０００円を計上しております。 

    ４目雑入でございます。こちらにつきましては、例年計上しているという内容と
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なってございますが、これまで全国的に行われておりますシステムの標準化という

ことで、デジタル基盤改革の支援補助金として各自治体で進めている、その標準化

作業経費に対する支援金がありましたが、前年度５，０１４万７，０００円計上し

ておりましたが、これが全額減となります。それを踏まえまして、雑入全体で４，

７２８万９，０００円減額となりまして、９，９４４万円を計上しております。 

    それでは、３０ページの下段のほうです。２２款町債になります。こちらにつき

ましては、最初のページの町債の部分を目的別に計上したものでございます。１目

の総務債につきましては、１節の地域活動支援事業債７００万円、これにつきまし

ては、行政区活動及び地域活動支援事業の補助金等に対する過疎対策事業のソフト

事業分としての起債でございます。２節のかるまいテレビ放送設備更新事業債、こ

れにつきましても、過疎対策事業でテレビ関係の情報通信施設の更新事業というこ

とで、３か年目、最終年度４，４１０万円を計上いたしました。 

    次の３１ページの３節防災行政無線操作卓更新事業債、これは新たに更新、操作

卓が１０年を超えまして、更新の時期に来ているということから、こちらについて

も緊急防災減災事業を活用して９，８１０万円を計上しております。４節のデジタ

ル活用推進事業債１００万円、こちらにつきましては電子入札システムの導入を検

討しており、今年度は予算計上しております。これの財源措置として１００万円を

計上しております。 

    ２目の民生債です。社会福祉事業債、１節、こちらの部分は３つの事業がござい

ます。また、母子福祉事業債、こちらは２つの事業がございます。この５つの事業、

全てソフト事業ということで、過疎のソフト分を活用するものでございます。３０

０万１，１００万円を計上しております。また、３節の児童福祉事業債、こちらに

つきましては、子ども・子育て支援事業債ということで、こちらはこども園の整備

事業に７８０万円、新たに計上したものでございます。合わせまして民生債で２，

６２０万減の２，１８０万円を計上しております。 

    ３目の衛生債につきましては、高齢者等のインフルエンザ予防接種事業というこ

とで、こちらも過疎のソフト事業で４００万円を計上し、前年度より１００万円減

となっております。 

    次に、４目農林水産業債でございます。１節の森林公園整備事業債につきまして

は、フォリストパークのキャビン改修工事等に関する過疎対策事業２，０９０万円。

２節脱炭素化推進事業債、これにつきましては、生活改善センターのＬＥＤ化を進

めるということからの新たな起債でございます。２６０万円。３節の農業施設適正

管理推進事業債７００万円、こちらは農道の区画線の事業。同じく４節の林業施設

につきましては、林道の区画線６３０万円。５節の農道橋りょう整備事業債につき

ましては、こちらも橋梁の整備事業ということで、長倉大橋の整備ということで５
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００万円の過疎対策事業債を予定しております。 

    それから、５目の商工債でございます。１節の地域雇用促進事業債、これも継続

事業しております新規求職者の雇用促進事業ということで、これも過疎のソフト債

を３００万円計上しております。 

    ３２ページになります。６目土木債、こちらにつきましては、町道の整備事業に

１億５，５００万円、それから除雪ドーザの整備１，５５０万円、それから橋梁の

整備、本体整備に３，２９０万円、橋梁の点検に７１０万円の合わせて４，０００

万円ということで、２億１，０５０万円。 

    それから、緊急自然災害防止対策事業債では、町道の防災、保全に６，８５０万

円、あと新たに町道下晴山貝喰線の対策として１，５３０万円を盛り込み、８，３

８０万円を計上しております。その結果、前年度と比べまして２，２８０万円減の

２億９，４３０万円を計上しております。 

    ７目消防債です。こちらは、消防防災施設整備事業債ということで、過疎対策事

業でございますが、小型動力ポンプ、積載車ではなくてポンプだけの更新というこ

とで４台を予定しております。８５０万円を計上し、前年度に比べ５，１７０万円

減となっております。 

    ８目、最後、教育債でございます。こちらにつきましては、１節につきましては、

教育振興事業、いわゆる軽米高校への支援事業ということで過疎債のソフト事業を

用いまして７００万円を計上しております。２節のスクールバス整備事業債につき

ましては、過疎対策事業を活用し、スクールバス１台の整備７００万円、それから

３節の学校給食無償化事業債、こちらにつきましては、中学校の無償化に相当する

部分を過疎のソフト４６０万円で対応するものでございます。あと４節、５節、こ

れは学校給食調理場、給食センターの備品の整備、あるいは管理システム等の設備

更新事業ということで、いずれも疎対策事業を活用して実施するものでございます。 

    最後、６節脱炭素化推進事業債、こちらにつきましては、体育館の事務室等のＬ

ＥＤ化、あとハートフルの街灯のＬＥＤ化という形での事業ということで５８０万

円を計上しております。合わせまして２０万円増額の４，２９０万円を計上させて

いただいております。 

    以上、ちょっと長くなりましたが、歳入予算の説明とさせていただきます。 

〇委員長（田村せつ君）  休憩に入りまして、休憩後に質疑をしたいと思います。２時半

から再開したいと思います。 

               午後 ２時１７分 休憩 

――――――――――――― 

               午後 ２時２９分 再開 

〇委員長（田村せつ君） 皆さんおそろいになったようですので、会議を再開いたします。 
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    歳入の説明が終わりまして、これから質疑になりますが、今日は歳入の質疑応答

で終わりにしたいのですけれども、皆さんいかがですか。よろしいですか。 

             〔「異議なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） では、そのようにさせていただきます。 

    歳入について質疑を受けます。質疑ありませんか。 

    中村委員。 

〇６番（中村正志君）  ちょっと的外れな質問になるかもしれませんけれども、固定資産

税なのですけれども、固定資産税、今空き家等もかなり増えているという現状もあ

るのですけれども、空き家があっても、なかなか壊さない、ある方に言わせれば、

壊して更地にすれば固定資産税のほうが高くなるというふうな話をされる人もいる

のですけれども、何か空き家対策でどうのこうのと町でしゃべっているのですけれ

ども、空き家等になったら早く壊してもらったほうが、本当は町の景観も含めて、

利用の関係もあっていいと思うのですけれども、その辺のところは、実際は建物が

建っていれば固定資産税は安くて、なければ固定資産税が高くなるということは本

当のことでしょうか。 

〇委員長（田村せつ君） 税務会計課長、寺地隆之君。 

〇税務会計課長（寺地隆之君） ただいまの中村委員のご質問にお答えいたします。 

    固定資産税、今のケースですと、土地と建物の関係になるわけですけれども、居

宅、いわゆる家、人の住まう家が建っている宅地に関しましては、住宅用地特例と

いう課税を軽減する措置がございまして、建物の床面積にもよるのですが、通常建

物１戸当たり、宅地の面積２００平米分までは、評価額の６分の１を課税の対象と

する、課税標準額にするという特例がございます。２００平米を超える分につきま

しては、課税標準額を３分の１にするというものもございまして、ただしこれは無

制限に土地の広さに応じて適用されるものではなく、建物の床面積の、居宅の床面

積の１０倍を上限とする特例措置となっております。 

    一般的に、町中心部なんかですと、それほどの広い敷地に居宅が建っているケー

スというのはあまり見受けられないのですが、２００平米以下の居宅が建っている

場合は、更地で評価し課税するよりも、６分の１軽減が受けられるというものにな

ります。 

    ６分の１軽減とはいうものの、宅地の税のかかり方は、更地であっても、ちょっ

とそのまま評価、イコール課税標準額になるものではなく、負担調整措置というも

のが入りますので、実際の税額相当で申し上げますと、おおむね６分の１軽減から

更地になった場合で、税負担は４倍程度、土地の税負担が４倍程度になるというの

が今現在の制度でございます。 

    以上でございます。 
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             〔「評価額が４倍」と言う者あり〕 

〇税務会計課長（寺地隆之君） 評価額ではなく、課税標準額。 

〇委員長（田村せつ君） 中村委員。 

〇６番（中村正志君）  ありがとうございます。いろいろなケースがあるようですので、

ただ空き家というのも、役場のほうでもかなり捉えていらっしゃると思うのですけ

れども、何かちゃんとどこだというのは分からないですけれども、あるところで、

何か空き家税というのを新設したというところが出たとテレビでやっていましたけ

れども、というのは、空き家で、それこそそのままにしておくことによって、最近

では熊がその空き家に入って冬眠をするという話もないわけではない。だから、そ

ういうご時世の中で、やはり空き家をそのままにしておくというのも果たしていか

がなものかなというふうに思うわけですので、その辺のところ、税金も含めて町内

全体で、やっぱりその辺空き家対策というふうなもので検討してもいいのではない

かなというふうにちょっと思ったものですから、お話しさせていただきましたけれ

ども、これについての答弁はよろしいです。 

〇委員長（田村せつ君） あとありませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君）  質疑がないようですので、先ほど申しましたように、今日は歳

入で終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎散会の宣告  

〇委員長（田村せつ君）  明日から歳出に入りますので、明日の１０時からまたここにお

集まりいただきたいと思います。今日は大変ご苦労さまでした。 

（午後 ２時３５分） 


